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桂川町告示第６号 

 令和８年第１回桂川町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和８年２月18日 

                                桂川町長 井上 利一 

１ 期 日  令和８年３月４日 

２ 場 所  桂川町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

林  英明君          下川 康弘君 

柴田 正彦君          杉村 明彦君 

大塚 和佳君          澤川茗代子君 

北原 裕丈君          竹本 慶吉君 

原中 政燧君          青柳 久善君 

────────────────────────────── 

○３月10日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○３月11日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○３月19日に応招した議員 

           

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 
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令和８年 第１回（定例）桂 川 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和８年３月４日（水曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和８年３月４日  午前10時00分開会 

 日程第１ 署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 総務経済建設委員長報告 

      （１）道路管理について 

 日程第４ 文教厚生委員長報告 

      （１）保育教育環境整備及び奨学金制度の調査研究について 

 日程第５ 議会広報委員長報告 

      （１）議会広報の編集及び発行について 

 日程第６ 大将陣公園横の感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に関する調査特別委員長報

告 

      （１）感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に関する調査について 

 日程第７ 同意第１号 桂川町教育委員会委員の任命 

 日程第８ 同意第２号 桂川町公平委員会委員の選任 

 日程第９ 同意第３号 桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任 

 日程第10 選挙第１号 桂川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

 日程第11 承認第１号 令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第４号） 

 日程第12 承認第２号 令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第５号） 

 日程第13 承認第３号 令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第６号） 

 日程第14 議案第１号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の変更 

 日程第15 議案第２号 町道路線の認定 

 日程第16 議案第３号 桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例の制定 

 日程第17 議案第４号 桂川町手話言語条例の制定 

 日程第18 議案第５号 桂川町特定乳児等通園支援事業の運用に関する基準を定める条例の制

定 

 日程第19 議案第６号 桂川町議会議員及び桂川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関
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する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第20 議案第７号 桂川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第21 議案第８号 桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第22 議案第９号 桂川町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第23 議案第10号 桂川町特定教育・保育及び特定地域型保育並びに特定子ども・子育て

支援の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第24 議案第11号 令和７年度桂川町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第25 議案第12号 令和７年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 日程第26 議案第13号 令和８年度桂川町一般会計予算 

 日程第27 議案第14号 令和８年度桂川町土地取得特別会計予算 

 日程第28 議案第15号 令和８年度桂川町国民健康保険特別会計予算 

 日程第29 議案第16号 令和８年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第30 議案第17号 令和８年度桂川町水道事業会計予算 

 日程第31 報告第１号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 総務経済建設委員長報告 

      （１）道路管理について 

 日程第４ 文教厚生委員長報告 

      （１）保育教育環境整備及び奨学金制度の調査研究について 

 日程第５ 議会広報委員長報告 

      （１）議会広報の編集及び発行について 

 日程第６ 大将陣公園横の感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に関する調査特別委員長報

告 

      （１）感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に関する調査について 

 日程第７ 同意第１号 桂川町教育委員会委員の任命 

 日程第８ 同意第２号 桂川町公平委員会委員の選任 

 日程第９ 同意第３号 桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任 

 日程第10 選挙第１号 桂川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

 日程第11 承認第１号 令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第４号） 
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 日程第12 承認第２号 令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第５号） 

 日程第13 承認第３号 令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第６号） 

 日程第14 議案第１号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び規約の変更 

 日程第15 議案第２号 町道路線の認定 

 日程第16 議案第３号 桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例の制定 

 日程第17 議案第４号 桂川町手話言語条例の制定 

 日程第18 議案第５号 桂川町特定乳児等通園支援事業の運用に関する基準を定める条例の制

定 

 日程第19 議案第６号 桂川町議会議員及び桂川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第20 議案第７号 桂川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第21 議案第８号 桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第22 議案第９号 桂川町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第23 議案第10号 桂川町特定教育・保育及び特定地域型保育並びに特定子ども・子育て

支援の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定 

 日程第24 議案第11号 令和７年度桂川町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第25 議案第12号 令和７年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 

 日程第26 議案第13号 令和８年度桂川町一般会計予算 

 日程第27 議案第14号 令和８年度桂川町土地取得特別会計予算 

 日程第28 議案第15号 令和８年度桂川町国民健康保険特別会計予算 

 日程第29 議案第16号 令和８年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第30 議案第17号 令和８年度桂川町水道事業会計予算 

 日程第31 報告第１号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解 

────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 林  英明君       ２番 下川 康弘君 

３番 柴田 正彦君       ４番 杉村 明彦君 

５番 大塚 和佳君       ６番 澤川茗代子君 

７番 北原 裕丈君       ８番 竹本 慶吉君 

９番 原中 政燧君       10番 青柳 久善君 

────────────────────────────── 
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欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

         事務局長 神﨑 博和君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  井上 利一君   副町長  山邉 久長君 

教育長  大庭 公正君   総務課長  横山 由枝君 

企画財政課長  小平 知仁君   建設事業課長  原中  康君 

住民課長  山本  博君   会計管理者  北原 義識君 

税務課長  古野 博文君   保険環境課長  川野 寛明君 

健康福祉課長  原田 紀昭君   産業振興課長  横山 龍一君 

子育て支援課長  藤木 秀臣君   水道課長  秦  俊一君 

学校教育課長  平井登志子君   社会教育課長  江藤 栄次君 

王塚装飾古墳館長  尾園  晃君   社会教育課長補佐  吉貝 英貴君 

 

午前10時00分開会 

○議長（林  英明君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０名です。定足数に達していますので、令和８年第１回桂川町議会定

例会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．署名議員の指名 

○議長（林  英明君）  会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の署名議員は、会議規則第１２４条の規定によって、５番、大塚和佳議員、６番、澤

川茗代子議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（林  英明君）  会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月１９日までの１６日間にしたいと思います。
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これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、会期は、本日から３月１９日までの

１６日間に決定しました。 

 これより、町長に令和８年度行政報告並びに施政方針、提案理由の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  おはようございます。 

 日ごとに、春の陽気が感じられる季節になりました。 

 本年２月８日に行われた「第５１回衆議院議員総選挙」につきましては、皆様も御存じのとお

り、自民党の圧勝という結果になりました。責任ある積極財政を掲げる高市内閣の今後の国政運

営、経済対策、外交政策等に関心が寄せられていますが、地方創生基本方針に基づく政策推進に

ついても、期待しているところです。 

 また、イタリアで開催された「冬季オリンピック」では、日本選手のメダルラッシュとなり、

過去最高の２４個のメダル獲得が大きく報じられたところです。スポーツが持っている様々な魅

力を結集し、世界の平和につながる祭典であってほしいと念願する次第です。 

 本町においては、先日、大将陣公園横の感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に関する調査

特別委員会主催の学習会が開催され、専門の先生方のお話をお聞きすることができました。あり

がとうございました。本件は、町の将来に関わる重要問題であり、今後とも適切にかつ積極的に

取り組んでいく必要があると考えています。 

 なお、令和８年度の施政方針及び予算編成は、私の町長としての任期最後の年に当たります。

基本的には、これまで取り組んできたまちづくりを推進しながら、新たな課題の解決に向けて全

力を尽くしてまいります。 

 それでは、これまでの主な行政報告、令和８年度施政方針及び本日御提案します議案等の提案

理由について御説明いたします。 

 初めに、本年度末の職員の退職予定者は２名ですが、令和７年度中に退職した職員が３名いま

すので、計５名になります。４月１日採用予定者は、一般職３名を内定しているところです。 

 次に、公職選挙法施行令の一部が改正され、選挙運動用のビラ及びポスター作成の公費負担限

度額が引き上げられました。これに伴い、桂川町議会議員及び桂川町長選挙における公費負担を

改正する条例案を提案していますので、よろしくお願いします。 

 次に、管理人業務等については、非正規労働者の労働環境改善のため実情を検証し、新たに会

計年度職員として任用したいと考えています。この見直しにより、職員としての位置づけや服務

規定を明確化し、処遇の改善を図るとともに、住民サービスの向上につなげていきたいと考えて

います。 
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 次に、「ハラスメント」対策については、重要な人権問題として位置づけ、議員や特別職、職

員だけでなく、町全体として取り組む必要があると考えています。ハラスメントは、直訳すれば

「嫌がらせ」になりますが、その内容も様々です。また、ハラスメントの特徴として、加害者に

その認識がなく、被害者の苦痛を理解していないことが挙げられます。カスタマーハラスメント

をはじめ、ハラスメントを許さない空気の醸成と防止策が必要と考えています。このため、町と

して住民の理解と協力を得ながら、町議会との協議を行い、実効性のあるハラスメント防止条例

の制定を目指したいと考えています。 

 次に、昨年１２月の定例町議会の一般質問で、町立小中学校の今後の在り方について検討する

場をつくっていく旨の回答をしたところです。定例会後に庁内検討会議を行い、現状認識や当面

する課題の整理、今後の進め方等について協議したところです。現在、策定中の第６次桂川町総

合計画・後期基本計画において、重点プロジェクトの柱として位置づけたいと考えています。今

後、本事業の事務局は企画財政課を主とし、学校教育課と連携して取り組んでまいります。 

 次に、「ゆのうら体験の杜」の火災の対応につきましては、仮復旧に係る予算を専決処分させ

ていただき、全焼した体験実習棟の解体撤去と、被災した電気設備等の移設復旧を行いました。

このことにより、一部制限は残りますが、近日中に施設利用を再開する予定です。また、体験実

習棟の復旧については、令和８年度当初予算に計上していますので、よろしくお願いします。 

 次に、「桂川町誌」編さん事業については、本原稿を作成するための基礎となる草稿の段階に

入り、それぞれ分野ごとの担当課を中心に、文書構成、記述内容や図表の確認、資料、写真の収

集等の作業に取り組んでいます。また、これまでに収集した資料をデジタルアーカイブ化し、編

さん後も容易に活用できるようなシステム構築に取り組んでいます。町の歴史の変遷と人々の息

遣いが感じられる町誌編さんを目指し、令和８年度は作業を加速させ、令和９年度の本原稿執筆、

令和１０年度の刊行に向けて、着実に事業を進めてまいります。 

 次に、県道豆田稲築線（九郎丸工区）については、事業着手より７年目を迎え、計画路線の沿

道に係る用地買収及び建物移転に対し、地権者の皆様の御協力により、順調に事業進捗がなされ

ています。今年度は、一部区間の伐採工事に着手され、本格的な工事に向けて、着実に進められ

ているところです。 

 次に、令和８年度から電子入札システムを導入し、電子システムによる入札手続を開始いたし

ます。電子入札については、役場への来庁、立会いを求めず、事務が完結するものであり、入札

参加事業者のＤＸ化を促進し、参加機会の拡大、事務負担の軽減等が図られるものでございます。 

 次に、道路工事の主な事業として、令和５年度より取り組んでいます町道土居・瀬戸線道路拡

幅工事については、令和８年度をもって完了する予定です。沿道にお住まいの皆様には御理解と

御協力をいただき、心より感謝申し上げます。また、桂川駅前の町道豆田・瀬戸線については、
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令和８年度も引き続き、用地買収及び移転補償等に取り組んでまいります。 

 次に、令和８年度中にコンビニエンスストア等での証明書等の交付サービスを実施する計画で

す。マイナンバーカードを利用して、役場の閉庁時でも、住民票や印鑑証明などの各種証明書が、

コンビニエンスストア等で取得できるようになります。このことにより、町外に勤務されている

方や来庁が困難な方の負担を軽減し、利便性の向上を図るものです。 

 次に、物価高の影響を受けている子育て世帯を支援するために、児童１人当たり一律２万円を

給付する「物価高対応子育て応援手当」については、手続が済んだ方から、順次口座振込をして

います。本事業の申請については、３月末出生の児童まで対象となり、４月１５日まで受け付け

ます。 

 次に、住宅新築資金等貸付事業特別会計は、住宅新築資金等の運用に要した起債の償還が平成

２８年度で完了し、その後は、貸付金の滞納整理のみを行ってきたところです。平成１８年から、

顧問弁護士に相談業務を委託し、福岡県の助成事業費補助金の交付対象になるよう取組を行うと

ともに、平成３０年度に桂川町債権管理条例を施行し、債権整理と回収を推進しています。今回、

これまでの経過を踏まえ、令和７年度末をもって、桂川町住宅新築資金等特別会計を一般会計に

統合するため、特別会計の条例廃止案を上程していますので、よろしくお願いします。 

 次に、ふくおか県央環境広域施設組合の新清掃工場建設計画については、去る２月１７日の組

合議会において、用地取得議案が提案され、可決されたところです。また、現行計画については

見直しを行うこととし、事業者等の選定については再考を行うこととなっています。 

 次に、大将陣山の中腹に計画されている産業廃棄物処理施設の建設については、報告すべき大

きな変化はありません。今後も、県、飯塚市と連携しながら、適切に対応してまいります。 

 次に、桂川町手話言語条例を上程していますので、よろしくお願いします。これは、手話は言

語であるとの認識に基づき、ろう者が手話を用いて社会生活を安心して営むことができるまちづ

くりを進め、障がいのある人も、ない人も、共に尊重し合う、共生社会の実現を目指すものです。 

 次に、「第３期男女共同参画基本計画」については、桂川町男女共同参画施策推進協議会の協

議の下に、策定作業を進めています。 

 次に、健康・福祉関連の取組として、令和８年度は、「第１０期高齢者福祉計画」、「第３期

地域福祉計画」、「第８期障がい福祉計画及び第４期障がい児福祉計画」、「第３期健康増進・

食育推進計画」の策定に取り組んでまいります。 

 次に、令和８年度の新規事業として、高齢者の生活支援及び社会参加の促進を図るため、聴力

機能の低下が見られる高齢者に対し、補聴器購入費用の一部助成に取り組んでまいります。 

 次に、令和８年度は、物価高騰緊急支援対策事業の一環として、町民の皆様の家計支援と地元

商工業の振興を図ることを目的に、プレミアム付き商品券の発行を推進したいと考えています。
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プレミアム率は３０％で、プレミアム分を含む総額は２億６,０００万円で、希望される方にく

まなく届けられるように取り組んでいきたいと考えています。紙券と電子券の割合は令和７年度

と同率で、発行総数は７年度の２倍に当たる２万冊を想定しているところです。 

 次に、県営事業で取り組んでいる桂川中学校横の「七浦ため池」の改修工事については、七浦

ため池から中学校敷地の地下を通り、町の公用車駐車場へつながる底樋の整備を行っています。

令和８年度は、ため池の中学校側の改良工事を実施する計画です。 

 次に、農業委員会委員の任期が、本年７月１９日までとなっています。改選に当たり、３月

１６日から４月１５日までの１か月間、農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦、公募の受

付を実施いたします。なお、農業委員は、候補者評価委員会での評価を経た後、議会の同意を得

て、町長が任命し、農地利用最適化推進委員は、農業委員会が委嘱することになっています。 

 次に、子育て支援の充実を図る新たな取組として、令和８年度から「こども誰でも通園制度」

を実施いたします。関係施設と連携、協議を行い、円滑な運営に努めてまいります。 

 次に、これから出産される方や、現在、子育て中の方の情報誌として、「子育てガイドブッ

ク」を作成しました。今後、子育て世帯への周知、活用を進めてまいります。 

 次に、認定こども園の建設については、建設予定地の役場庁舎南側用地の測量調査及び造成工

事の設計が完了したところです。令和８年度は、県道桂川下秋月線との接続に必要な用地の買収

や、用地に関する基本設計、実施設計及び敷地内の造成工事を計画しています。 

 次に、水道事業については、配水池更新のため、基本設計委託料を計上しています。また、将

来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営戦略を作成するため、土師浄水

場の基盤調査費を計上していますので、よろしくお願いします。 

 次に、教育に関わる取組として、能力があり、勉学に励みたいにもかかわらず、家庭の経済的

状況等により進学が困難な学生を対象に、桂川町給付型奨学金制度の継続、充実を図ります。令

和８年度は、新規奨学生５名と今年度から継続する奨学生４名の予算を計上しています。また、

中学生の海外派遣事業は、令和７年度の成果を踏まえ、８年度も国際感覚を身につけ、世界で活

躍できる人材を育成することを目的として、実施したいと考えています。派遣時期は、夏休み期

間の５泊６日程度です。 

 次に、学校給食については、物価高騰により食材の値上がりが続き、令和８年度は、小学校月

額４,７００円から５,２００円に、中学校は５,５００円から５,８００円に値上げすると報告を

受けていますが、公立小学校の学校給食費の抜本的な負担軽減による無償化と、中学校は、物価

高騰緊急支援対策事業を活用して、町独自で無償化にしたいと考えています。 

 次に、社会教育事業では、生涯学習の観点から、子どもから高齢者まで、学ぶ楽しさや知る喜

び、心の豊かさなどを求めて、各種事業を実施するとともに、関係団体と連携し、町全体で子ど
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もたちを見守り、育てる環境づくりに取り組みます。 

 次に、地域公民館活動を支援し、地域コミュニティーの活性化を図るため、「地域はつらつ応

援助成金」の事業を継続して実施し、元気なまちづくりを目指します。 

 次に、社会体育事業では、多様化する町民ニーズに対応するとともに、健康増進と生涯スポー

ツの振興に努めているところです。町民のスポーツへの関心を高めるため、スポーツ推進委員や

体育協会と連携し、生涯スポーツの普及、推進に取り組みたいと考えています。 

 次に、図書館事業では、「将来のまちづくり、人づくりに貢献できる図書館」、「町民文化の

創造と青少年の健全育成を図る図書館」、「郷土資料の整備・充実を図る図書館」を目指して、

ブックスタート事業や電子図書館の利用促進、電子図書館サービス利用者教室等を実施します。

また、デジタル機器から少し離れるサンデー運動と連携を図り、幼児や小学生向け「図書館あ・

そ・ぼ」を開催します。 

 次に、人権教育・啓発に関する法律として、平成２８年に障害者差別解消法、ヘイトスピーチ

解消法、部落差別解消推進法が施行され、福岡県では、平成３１年に福岡県部落差別の解消の推

進に関する条例を制定しています。また、本町では、令和元年に桂川町部落差別の解消の推進に

関する条例を施行し、「人権文化のまちづくり」を目指して、街頭啓発活動、市民講座「人権講

演会」の開催、人権・同和問題地域懇談会等に取り組んでいるところです。 

 次に、王塚古墳の保存整備については、令和５年度、６年度に石室の鋼管支柱の改善、令和

７年度に照明及び保存施設の空調機器の改善を行い、令和８年度には温湿度計、モニタリング設

備の改善に取り組む計画です。王塚装飾古墳館は、昨年４月の火災の影響により、現在、復旧工

事中ですが、８月１日の再開館を目標に取組を進めています。また、古墳館の公園部分に遊具を

設置したいと考えています。王塚古墳の４月の特別公開は中止したいと考えています。 

 次に、一般会計予算について、概略の説明をいたします。 

 まず、承認第１号令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第４号）は、補正額４,１４６万

６,０００円を追加し、予算の総額を８０億６,６６０万９,０００円と定めたものでございます。

これは、ゼロ歳から高校３年生までを対象に、１人当たり２万円を支給する国の物価高対応子育

て応援手当の支給に伴う予算計上でございます。 

 次に、承認第２号令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第５号）は、補正額１,２８７万

１,０００円を追加し、予算の総額を８０億７,９４６万円と定めたものです。老朽化に伴う役場

庁舎の消防設備の更新及びゆのうら体験の杜の火災に係る仮復旧予算を追加計上したものです。 

 次に、承認第３号令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第６号）は、補正額９４１万

１,０００円を追加し、予算の総額を８０億８,８８９万１,０００円と定めたものです。令和

８年２月８日執行の第５１回衆議院議員総選挙及び第２７回最高裁判所裁判官国民審査に係る予
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算計上でございます。 

 次に、議案第１１号令和７年度桂川町一般会計補正予算（第４号）は、補正額３,４４７万

７,０００円を減額し、予算の総額を８０億５,４４１万４,０００円に定めたものです。今回の

補正の主なものは、保育所等に対する物価高騰対策補助金や、七浦ため池改修事業に対する町負

担金を追加計上する一方、ため池地震耐性評価事業や町営住宅椿団地解体事業について、国、県

の予算配分が減少することを考慮したものです。 

 次に、令和８年度一般会計予算について御説明いたします。 

 総務省が示した令和８年度の地方財政対策の概要として、「累積した巨額の債務残高を抱える

など、引き続き、厳しい地方財政の状況等を踏まえ、歳出面において、物価高の中での官公需の

価格転嫁や、いわゆる教育無償化への対応等に必要な経費を計上するとともに、地方団体が住民

のニーズに的確に応えつつ、住民サービスを安定的に提供できるよう、物価高、社会保障関係費

や人件費の増加を適切に反映した計上等を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行う

こととする。また、歳入面においては、「経済財政運営と改革の基本方針２０２５」等を踏まえ、

交付団体をはじめ、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、経済・

物価動向等を適切に反映し、令和７年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準

を確保することとする」とされたところです。 

 このような状況の下、本町の令和８年度の予算は、対前年度比９.０％増の７７億１,８７３万

円に定めようとするものです。 

 それでは、予算の主な内容について御説明いたします。 

 まず、歳入予算の１款町税については、特別徴収義務者の増や新築家屋の増加等により、

１.３％増の１２億３,９８９万８,０００円を計上しています。 

 次に、１１款地方交付税については、令和８年度地方財政計画では、地方公共団体に交付され

る地方交付税の国全体の総額は２０兆１,８４８億円であり、前年度と比べ６.５％増とされてい

ます。本町の場合、普通交付税は、前年度当初決定額から１.７％増の２１億１,５９９万

７,０００円を見込んでおり、当初予算は２０億４,４０１万９,０００円を計上しています。ま

た、特別交付税については、２億円を計上しているところです。 

 次に、１８款寄附金では、ふるさと応援寄附金として、令和７年度の受入状況等を勘案し、

４億円を計上しています。 

 次に、１９款繰入金では、財政調整基金ほか４基金について、設置目的に沿った繰入れを行う

こととしています。財政調整基金については、前年度と同額の４億円、また、教育・保育施設整

備基金は、町立認定こども園整備事業の財源繰入れとして２,２４０万円を新規計上しています。 

 ２２款町債では、コンビニ交付システム導入事業や町立認定こども園整備事業に係る起債の皆
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増等により、前年度より３６.８％増の３億５,１４０万円を計上しています。 

 続きまして、歳出予算では、２款総務費において、ふるさと応援寄附金事業や大学等通学定期

券購入補助金、町広報紙の発行事業、また、ＤＸやマイナンバーカードの普及促進等に係る経費

のほか、証明書類のコンビニ交付に係るシステム導入経費や町議会議員及び町長の一般選挙費な

どを計上しています。「桂川町誌」編さんの事業については、３年目の経費を計上しているとこ

ろです。 

 次に、３款民生費では、障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉など、いわゆる社会保障関係費

を計上しています。新規事業では、第３期地域福祉計画及び第１０期高齢者福祉計画の策定経費

や高齢者補聴器購入助成、こども誰でも通園制度の支援給付費負担金のほか、町立認定こども園

の設計費や敷地造成工事費などを計上しています。 

 次に、４款衛生費では、各種予防接種や健康増進、ごみ処理など、健康で衛生的な生活環境を

保持するための関係経費を計上しています。また、第３期健康増進計画・食育推進計画の策定経

費や、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施する、水道基本料金の減免

事業費を計上しています。 

 次に、５款労働費では、嘉麻・桂川広域シルバー人材センター補助金などを計上しています。 

 次に、６款農林水産業費では、新規就農者育成総合対策事業補助金や七浦ため池改修に係る負

担金、ため池地震耐性評価事業費のほか、認定農業者を対象にした地域農業構造転換支援事業補

助金等を計上しています。 

 次に、７款商工費では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した「プレミア

ム付き商品券」の発行を計画しています。また、商工業の振興や消費者行政に関する経費、Ｋｅ

ｉｓｅｎまちプラザの運営費などを計上するとともに、一般の住宅改修の補助率を従来の１０％

から３０％に改正し、補助金の限度額についても３０万円に引き上げる予算を計上しています。 

 次に、８款土木費では、道路橋梁の維持・新設改良費のほか、桂川駅自由通路や町営住宅の維

持管理費などを計上しています。 

 次に、９款消防費では、飯塚地区消防組合負担金や町消防団の組織運営等に係る経費を計上し

ています。 

 次に、１０款教育費では、小中学校の少人数学級指導や習熟度別授業を行う学力アップ推進、

土曜学習教室の開設、セカンドスクールや王塚古墳の保存と活用、豊かな心を育む教育と文化の

香り高いまちづくりの推進に係る事業経費を計上しています。新規では、桂川小学校及び総合体

育館の照明機器等ＬＥＤ化や小中学校３校のＧＩＧＡスクール端末更新、町立小中学校の給食費

無償化や王塚古墳テーマパーク遊具設置費などを計上しています。 

 以上が、一般会計予算の概要です。 
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 物価高や賃金・資金調達の上昇への対応や、社会保障関係費が続伸する厳しい社会情勢の中、

本町の伸び代の活用や暮らしの安定を図るべく、限られた財源で最大の事業効果が得られるよう

努めてまいりますので、議員の皆様の御理解と御支援を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 なお、本日御提案します議案は、桂川町教育委員会委員の任命及び桂川町公平委員会委員の選

任、桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任に関する同意案件が３件、桂川町選挙管理委員会

委員及び補充員の選挙が１件、専決処分の承認が３件、福岡県市町村職員退職手当組合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び規約の変更に関するもの１件、町道の認定が１件、条例の廃止が

１件、条例の制定が２件、条例の一部改正が５件、令和７年度補正予算が２件、令和８年度一般

会計及び特別会計予算が５件、報告１件の計２５件でございます。 

 人事案件については私から、その他の議案等につきましては担当課長が説明いたしますので、

慎重審議の上、議決賜りますようお願い申し上げまして、行政報告及び施政方針、提案理由の説

明とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．総務経済建設委員長報告 

○議長（林  英明君）  閉会中の審査事件として、各常任委員会に付託しておりました事件の審

査結果の報告を求めます。 

 総務経済建設委員会に付託しておりました、道路管理についてを議題といたします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。竹本委員長。 

○総務経済建設常任委員長（竹本 慶吉君）  閉会中の付託事件審査である道路管理について、総

務経済建設委員会の審査結果を報告いたします。 

 １２月議会定例会を終え、本議会まで延べ４回の委員会を開催いたしました。 

 本年１１か所の工事が竣工しておりますが、一部執行額が予算額に達し、執行できなかった箇

所が１か所ありました。このほか、桂川駅前の豆田・瀬戸線及び桂川東小学校横のセブンイレブ

ンから弥栄に抜ける町道弥栄・笹尾２号線について予定されていた工事は、国の交付金配分が減

額されたため、施工には至っておりません。 

 このように、近年の工事実績額においては、道路改修費等の減額傾向が見られる中、工事に係

る労務費、材料費等は高騰しており、必要な舗装改修箇所の整備費が不足していることが懸念さ

れます。道路管理者として安全管理不足とならないよう、道路改修が急務な箇所の指摘は、今後

も続けていく必要があると判断されます。 

 したがいまして、引き続き、閉会中の継続審査をお願いいたしまして、報告を終わります。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので、閉会中の継続審査として付託された

いとの申出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、道路管理については、委員長から申

出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．文教厚生委員長報告 

○議長（林  英明君）  続きまして、文教厚生委員会に付託しておりました、保育教育環境整備

及び奨学金制度の調査研究についてを議題といたします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。柴田委員長。 

○文教厚生常任委員長（柴田 正彦君）  １２月定例会後、５回の委員会を開催しました。 

 １月２２日、総合体育館に行き、新しく入った運動器具を紹介していただきました。新しく入

った器具は４人が同時に使用できるもので、スポーツ振興くじ助成事業を活用した高価なトレー

ニング器具です。実は、文教厚生委員会でスイミングプラザなつきのトレーニングジムを視察し

た折に、スポーツ振興くじと書かれたトレーニング器具を文教厚生委員が見つけ、桂川町にも提

供が可能かどうか調べてほしいと、桂川町の担当職員に依頼する中で実現されたものです。私た

ち文教厚生委員もアンテナを張りますが、職員の皆さんも、町の皆さんのためにアンテナを張っ

てください。 

 ２月４日は、大刀洗町を訪ねました。大刀洗町は、企業誘致は周辺の自治体に任せ、子育てに

特化するとしてまちづくりを進めています。どうしてそのようなまちづくりを進めたかと訪ねた

ところ、前町長のマニフェストのトップに挙げられたものだそうです。議会はその施策を支援、

今後もさらなる事業の推進を求めているそうです。また、町民も支持しているということでした。

現町長もこの施策を進めているということです。トップの姿勢でこんなに変わり得るものだと知

らされました。 

 現在、人口は少しずつですが増加していると、謙虚に言われました。通常、生まれる人よりも

亡くなる人のが多い、つまり自然減となります。しかし、大刀洗町は転入する人が多いので、社

会増となっています。自然減、社会減の桂川町との差です。それは、施策の差とも考えられます。 

 具体的な施策を幾つか紹介します。 

 ４か月健診のお子さんに木のおもちゃを渡す、これは、木材を使ったぬくもりから五感の発達
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を伸ばす事業ということでした。その事業の成果は正直分かりません。驚いたのは、その財源が

森林環境譲与税だということでした。こども課の職員が森林環境譲与税を知っている、もしくは、

森林環境譲与税を扱っている課が、子育てについて考えていると思われます。大刀洗町の職員全

体に子育てをという考えが入っている、桂川町の課題はここにあるのではないかとも思われます。 

 保育士確保のための施策もありました。公立ゼロ、市立６園で、昨年度は定員６２０人に入所

７０１人、園児の増加とともに保育士確保が厳しくなっているそうです。これは桂川町もそうで

す。さて、ここは保育士奨学金返済事業補助金という施策がありました。これは、保育士の奨学

金返済費用の一部を補助しようとするもので、現在、１０人の保育士が利用されているというこ

とでした。 

 不登校施策についても取組がありました。スクールソーシャルワーカーが、中学校に１名、小

学校に１名いるということ、また、不登校生のおり場として教育支援センター、また、フリース

クール、さらに４校区に、不登校児童生徒とその保護者対象の居場所を設置しているということ

でした。取組の成果として、不登校生中学生のうち、復帰した生徒が多くなったということでし

た。 

 さらに、子育て世帯の移住定住のために、定住促進住宅が用意されていました。子育て用で、

３ＬＤＫ、５階建て、２０世帯のマンション、これが３か所、計６０世帯分の子育て用マンショ

ンを用意しているそうです。もちろん低価格ということでした。 

 大刀洗町は車で４０分ちょっとの近い町ですが、学ぶところがたくさんありました。 

 ２月１６日、奨学金制度について、教育委員会に状況をお尋ねしました。本年度は４人の学生

に給付が行われています。来年度の状況を見ながら、必要ならば見直しを提起していきます。 

 文教厚生委員から、奨学金を確実に給付するために、債務負担行為として３月の新年度予算で

上げるべきではないかとの意見がありました。御検討ください。 

 文教厚生委員会も充実した調査研究を行っています。つきましては、保育教育環境整備及び奨

学金制度の調査研究の閉会中審査の継続をお願いします。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので、閉会中の継続審査として付託された

いとの申出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、保育教育環境整備及び奨学金制度の

調査研究については、委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議会広報委員長報告 

○議長（林  英明君）  続きまして、議会広報委員会に付託しておりました、議会広報の編集及

び発行についてを議題といたします。 

 本件について、委員長の報告を求めます。下川委員長。 

○議会広報委員長（下川 康弘君）  議会広報委員会に付託されています議会広報の編集及び発行

について、当委員会の報告をいたします。 

 １２月定例会後、３回の委員会を開催しております。この間、議会広報の編集及び発行につい

て協議を行い、本年２月３日に第５３号を発行いたしました。 

 当委員会では、引き続き、けいせん議会だより第５４号を発行するため、継続審査をお願いし、

委員会の報告を終わります。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。委員長の報告に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 本件については、委員長から、引き続き審査したいので、閉会中の継続審査として付託された

いとの申出があります。 

 お諮りします。本件は、委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、議会広報の編集及び発行については、

委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査として付託することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．大将陣公園横の感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に関する調査特別委員長

報告 

○議長（林  英明君）  大将陣公園横の感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に関する調査特

別委員会に付託中の感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に関する調査について、委員会の中

間報告の件を議題といたします。 

 大将陣公園横の感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に関する調査特別委員会から、中間報

告をしたいとの申出があります。 
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 お諮りします。本件は、申出のとおり報告することにしたいと思います。異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  したがって、大将陣公園横の感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に

関する調査特別委員会の中間報告を受けることに決定しました。 

 柴田委員長の発言を許します。柴田委員長。 

○大将陣公園横の感染性廃棄物などの産業廃棄物処理事業に関する調査特別委員長（柴田 正彦

君）  福岡金属興行株式会社、直方市中泉に会社があります。この福岡金属興行株式会社が、大

将陣公園横に産業廃棄物処理施設を計画しています。これに対して、桂川町民、桂川町議会、桂

川町長、飯塚市民、飯塚市議会は反対の声を上げましたが、福岡金属興行は今も計画を進めてい

ます。 

 ２月２１日、調査特別委員会主催で産廃に関する学習会を行いました。参加者は１３０名を超

えました。このうち、飯塚からも３０名の参加がありました。 

 学習会後のアンケートから紹介します。学習会に参加した自分の本気度が問われる学習会だっ

た。学習会２の高橋弁護士が強調された、自分は何が危険と思っているかということをしっかり

理解することが一番大事ということが心に響いた。自分が分かっていないことが分かりました。

あくまでも自分ごととしての意識度の問題だと分かり、業者が諦めるまで頑張らなければならな

いと理解。また、飯塚市民からは、事業者にも権利があることなので、具体的な不備なところを

追求できるだけの勉強を行い、建設をできないようにするべきだ。ダイオキシンの発生と飛散が

心配です。説明を受けること、戦略を考える飯塚市とともに連携を取ってくださいという意見が

ありました。 

 次回は、来月４月２５日土曜日、午後１時半から、桂川町住民センターで第２回学習会を行い

ます。町民、住民、町と連携して、今後も進めていきます。 

 町長の本気、住民の本気とともに、調査特別委員会の本気も問われています。 

○議長（林  英明君）  本定例会に上程された案件は、同意３件、承認３件、選挙１件、議案

１７件、報告１件です。同意第１号から同意第３号までは、本日即決していただき、承認第１号

から承認第３号まで、議案第１号から議案第１２号までについては、本日、内容説明を受け、質

疑を行い、各常任委員会に付託いたします。承認第１号から承認第３号まで、議案第１１号、第

１２号は、１１日の本会議で採決を行い、議案第１号から議案第１０号までは、１９日の本会議

で採決を行います。新年度予算の議案第１３号から議案第１７号までについては、連合審査会を

開催しますので、本日、内容説明を受け、質疑は省略し、各常任委員会に付託、１９日の本会議

で採決を行います。 

 それでは、日程に従い、順次上程いたします。 
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 ここで暫時休憩します。再開は１１時５分から。 

午前10時55分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時05分再開 

○議長（林  英明君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．同意第１号 

○議長（林  英明君）  同意第１号桂川町教育委員会委員の任命について同意を求める件を議題

といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  同意第１号桂川町教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 

 本件は桂川町教育委員会委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 本町教育委員会の委員であります新宮鈴香氏が本年３月５日をもって任期満了により退任され

ますので、その後任として提案するものでございます。 

 後任の提案に先立ちまして、今回退任されます新宮委員には、平成３０年３月から２期８年間、

教育委員として本町の教育行政の推進に御尽力をいただきました。誠にありがとうございました。

その後任として御提案しておりますのは、住所は桂川町○○○○○○○○○○、氏名は花田史氏。

○○○○○○○○○○生まれの○○歳でございます。 

 次のページに参考資料を添付しておりますので、参考にしていただきたいと存じます。議員各

位の御同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行いますが、本件は人事案件でありますので、他人の私

生活にわたる発言をすることのないように御注意願います。 

 それでは質疑を行います。ただいまの町長の説明に対し、質疑ありませんか。 

○議長（林  英明君）  柴田議員、どうぞ。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  すみません。代わる理由がありましたら教えてください。こうい

う理由で代わるんだと。任期が来たから以外に何かありそうな、あるのかないのか。任期が来た

なら常にいっぱい代わっていかないかん。 

○議長（林  英明君）  教育長。 

○教育長（大庭 公正君）  お答えいたします。 

 地方教育行政組織及び運営に関する法律の規定の中に、教育委員のうち保護者枠を設置しなけ
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ればならないというのがあります。今回、前回保護者枠として教育委員に就任いただいたのが皆

越委員でございますが、皆越委員のお子様がもう既に１８歳を超えましたので、現在のところ、

本町においての教育委員は保護者枠が存在をしていない、言うならば法律違反の状況にございま

す。このことを国・県に確認をいたしましたら、この保護者枠がいないという教育委員会におい

ては、早々に保護者枠を任命しなければならないという指導がございまして、そこで、一番近隣

の教育委員さんの、任期を迎える教育委員さんのところに保護者枠の教育委員さんを入れなけれ

ばならないという形で今回、教育委員さんの変更というところを上程させていただいているとこ

ろでございます。 

○議長（林  英明君）  柴田議員。 

○議員（３番 柴田 正彦君）  ということは、こういうことが今後も起こり得るということにな

りますね。そこまで意識しながらまわしとかないとということですか。分かりました。 

○議長（林  英明君）  ほかに質疑ありませんか。澤川議員。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  保護者枠というのは、子どもさんは桂川中学でなくてもいいわけ

なんですか。そうですか。 

○議長（林  英明君）  教育長。 

○教育長（大庭 公正君）  保護者枠というのが、いわゆるゼロ歳から１８歳までの保護者の方と

いうところでございます。ですので、そのお子様が桂川町内の学校とかそういったものに縛りは

ございません。 

○議長（林  英明君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  これで質疑終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  討論なしと認めます。 

 同意第１号桂川町教育委員会委員の任命について同意を求める件を採決いたします。 

 この採決は、無記名投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（林  英明君）  ただいまの出席議員数は１０名です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に、３番、柴田

正彦議員、４番、杉村明彦議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。 
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 念のために申し上げます。本件に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。白票及

び賛否の明らかでない投票は否とみなし、反対とみなします。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（林  英明君）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（林  英明君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、記載台で記入の上、順番に投票を願います。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

 ２番 下川 康弘議員       ３番 柴田 正彦議員 

 ４番 杉村 明彦議員       ５番 大塚 和佳議員 

 ６番 澤川茗代子議員       ７番 北原 裕丈議員 

 ８番 竹本 慶澤議員       ９番 原中 政燧議員 

１０番 青柳 久善議員                  

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（林  英明君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。柴田正彦議員、杉村明彦議員、開票の立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（林  英明君）  投票の結果を報告します。 

 投票総数９票、有効投票９票、無効投票ゼロ票です。有効投票のうち、賛成９票、反対ゼロ票。 

 以上のとおり、全員賛成です。したがって、同意第１号桂川町教育委員会委員の任命について

は、同意することに決定しました。 

 議場の出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（林  英明君）  ただいま、桂川町教育委員会委員として、任命同意を受けられました花



- 21 - 

田史さんから御挨拶をお受けしたいと思います。 

○教育委員会委員（花田  史君）  皆さん、おはようございます。 

 このたび、議員の皆様から教育委員の選任に御同意をいただきました花田史と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 教育委員に就任させていただいたことは大変光栄に存じますとともに、その責任の重さに身の

引き締まる思いがしております。私はこれまで保護者の観点から、未来を担う子どもたちの成長

にとって教育は非常に重要なものであると自分なりに考えてきたものの、教育は奥深いものがあ

り、勉強させられることばかりでした。子どもたちが学ぶ教育の質を向上させるために、保護者

の皆様や教職員の皆様とともに子どもたちが安心して学べる学習環境を整えていくことを目指し

ていきたいと思っております。保護者の皆様をはじめ、地域の皆様としっかり連携し、それぞれ

の御意見を尊重し合いながら、全ては子どもたちのためにの気持ちをもってこの教育委員という

職に取り組んでいきたいと考えております。そのためにも全力を尽くしてまいりますので、議会

の皆様方、桂川町役場の職員の皆様方にも御指導、御便達を賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

 最後になりますが、皆様とともにすばらしい教育環境を築いていけることを楽しみにしており

ます。誠に微力ではありますが、桂川町の教育の推進のため努力してまいりたいと考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．同意第２号 

○議長（林  英明君）  同意第２号桂川町公平委員会委員の選任について同意を求める件を議題

といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  同意第２号桂川町公平委員会委員の選任について御説明いたします。 

 本件は、桂川町公平委員会委員の任期が、令和８年３月２５日をもって満了することから、公

平委員会委員の選任について、地方公務員法第９条の２の規定により議会の同意を求めるもので

あります。 

 今回、御提案しています方は渕脇明裕氏、新井俊孝氏、神﨑はな子氏であります。まず、渕脇

明裕氏は、○○○○○○○○○○生まれの○○歳で、住所は飯塚市○○○○○○○○です。 

 次に、新井俊孝氏は、○○○○○○○○○生まれの○○歳で、住所は桂川町○○○○○○○○

○○です。 

 次に、神﨑はな子氏は、○○○○○○○○○○生まれの○○歳で、住所は桂川町○○○○○○

○○○○○です。 
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 参考資料として、７ページから９ページにかけて資料を添付しておりますので見ていただきた

いと思います。３人の方はいずれも本町の公平委員にふさわしい方でありますので、議員各位の

御理解をいただき、御同意賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行いますが、本件は人事案件でありますので、他人の私

生活にわたる発言をすることのないように御注意願います。 

 それでは質疑を行います。ただいまの町長の説明に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  討論なしと認めます。 

 これより同意第２号を採決いたします。 

 お諮りします。本件は、同意することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、同意第２号桂川町公平委員会委員の

選任については、同意することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．同意第３号 

○議長（林  英明君）  同意第３号桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求

める件を議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。井上町長。 

○町長（井上 利一君）  同意第３号桂川町固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明申

し上げます。 

 本町の固定資産評価審査委員会委員の松尾由紀子氏は、本年４月９日をもって任期満了を迎え

られますので、引き続き同氏を選任することについて、地方税法第４２３条第３項の規定により

議会の同意を求めるものであります。 

 松尾氏の住所は桂川町○○○○○○○○○○で、○○○○○○○○○生まれの○○歳でござい

ます。 

 次のページに参考資料を添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。議員各

位の御同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行いますが、本件は人事案件でありますので、他人の私



- 23 - 

生活にわたる発言をすることのないように御注意願います。 

 それでは質疑を行います。ただいまの町長の説明に対し、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  討論なしと認めます。 

 これより同意第３号を採決いたします。 

 お諮りします。本件は、同意することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、同意第３号桂川町固定資産評価審査

委員会委員の選任については、同意することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．選挙第１号 

○議長（林  英明君）  選挙第１号桂川町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について、地方

自治法第１８２条第１項及び第２項の規定によって、選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推

選にしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。 

 選挙管理委員会委員には、大塚清文さん、中園節男さん、深江紀子さん、足立秀子さん、以上

の方を指名します。 

 お諮りします。ただいま、議長が指名した方を選挙管理委員会委員の当選人と定めることに異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました大塚清文さん、

中園節男さん、深江紀子さん、足立秀子さん、以上の方が選挙管理委員会委員に当選されました。 
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 次に、選挙管理委員補充員には、吉住和代さん、田中哲男さん、秋山登さん、原田絵美さん、

以上の方を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した方を、選挙管理委員補充員の当選人と定めることに異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました、吉住和代さ

ん、田中哲男さん、秋山登さん、原田絵美さん、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されまし

た。 

 次に、補充員の順序について、お諮りします。補充員の順序は、ただいま議長が指名しました

順序にしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  異議なしと認めます。したがって、補充員の順序は、ただいま議長が指

名した順序に決定しました。 

 別途文書で、会議規則第３３条第２項の規定による当選の告知を行います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．承認第１号 

○議長（林  英明君）  承認第１号令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第４号）の専決処

分の承認を求める件についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書１４ページ、承認第１号令和７年度桂川町一般会計補正

予算（専決第４号）について御説明いたします。 

 専決処分の理由といたしまして、一般会計予算の補正に当たり、町議会を招集する時間的余裕

がございませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年１２月１７日

付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、これを御報告し御承認をお願いする

ものでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダ内のファイル①令和７年度一般会計１２月専決予算書

（第４号）で御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４,１４６万６,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を、歳入歳出それぞれ８０億６,６６０万９,０００円と定めたものでございます。 

 なお、本補正予算は国の物価高対応子育て応援手当の支給に係る費用を追加するべく編成して

おります。 
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 次に、７ページをお開きください。 

 歳入について御説明いたします。 

 １５款２項２目民生費国庫補助金４,１４６万６,０００円の追加は、物価高対応子育て応援支

給事業費国庫補助金及び支給事務費国庫補助金の追加計上でございます。 

 次に、８ページ、歳出でございます。 

 ３款２項６目物価高対応子育て応援手当支給事業費４,１４６万６,０００円の追加は、１節報

酬の短時間勤務会計年度任用職員報酬から、１２節委託料のシステム改修委託料まで物価高対応

子育て応援手当の支給に係る事務費の追加計上及び１９節扶助費の物価高対応子育て応援手当、

これはゼロ歳から高校３年生世代までの子どもたちに１人当たり２万円を支給するものの追加計

上でございます。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております承認第１号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．承認第２号 

○議長（林  英明君）  承認第２号令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第５号）の専決処

分の承認を求める件についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書１５ページ、承認第２号令和７年度桂川町一般会計補正

予算（専決第５号）について御説明いたします。 

 専決処分の理由といたしまして、一般会計予算の補正に当たり、町議会を招集する時間的余裕

がございませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和８年１月１５日付

で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、これを御報告し、御承認をお願いする

ものでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダ内のファイル②令和７年度一般会計１月専決予算書（第

５号）で御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,２８７万１,０００円を追加し、歳入歳出
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予算の総額を、歳入歳出それぞれ８０億７,９４８万円と定めたものでございます。 

 なお、本補正予算は庁舎消防設備の一部の老朽化更新及びゆのうら体験の杜の火災被害に係る

仮復旧費を追加するべく編成しております。 

 次に、７ページをお開きください。 

 歳入について御説明いたします。 

 １１款１項１目地方交付税１,２８７万１,０００円の追加は、普通交付税を財源調整により追

加計上しております。 

 次に、８ページ歳出でございます。 

 ２款１項５目財産管理費４６４万７,０００円の追加は、庁舎自動火災報知等設備更新工事の

追加計上でございます。 

 ９ページ。１１款５項２目都市公園災害復旧費８２２万４,０００円の追加は、ゆのうら体験

の杜体験実習棟解体工事、施設の全焼によるもの及びゆのうら体験の杜電気幹線復旧工事、ガス

設備復旧工事、浄化槽制御盤等復旧工事、全床しました体験実習棟に付帯しておりました各設備

を移設復旧するもの、これらの追加計上でございます。 

 以上、簡略の説明でございますが御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております承認第２号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．承認第３号 

○議長（林  英明君）  承認第３号令和７年度桂川町一般会計補正予算（専決第６号）の専決処

分の承認を求める件についてを議題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書１６ページ、承認第３号令和７年度桂川町一般会計補正

予算（専決第６号）について御説明いたします。 

 専決処分の理由といたしまして、一般会計の予算の補正に当たり、町議会を招集する時間的余

裕がございませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和８年１月２０日

付で専決処分を行いましたので、同条３項の規定により、これを御報告し御承認をお願いするも

のでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダ内のファイル③令和７年度一般会計１月専決予算書（第
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６号）で御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９４１万１,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を、歳入歳出それぞれ８０億８,８８９万１,０００円と定めたものでございます。 

 なお、本補正予算は令和８年２月８日執行の第５１回衆議院議員総選挙及び第２７回最高裁判

所裁判官国民審査に係る経費を追加するべく編成しております。 

 次に、７ページをお開きください。 

 歳入について御説明いたします。 

 １６款３項１目総務費兼委託金９４１万１,０００円の追加は、衆議院議員総選挙委託金の追

加計上でございます。 

 次の８ページ、歳出でございます。２款４項４目衆議院議員総選挙費９４１万１,０００円の

追加は、１節報酬の投票管理者等報酬から、次の９ページ、１７節備品購入費まで、衆議院議員

総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に係る事務経費の追加計上でございます。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております承認第３号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．議案第１号 

○議長（林  英明君）  議案第１号福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の変更についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  議案書１７ページをお願いいたします。議案第１号福岡県市町村職

員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について御説明申し上げます。 

 提案の理由でございますが、令和８年３月３１日を限り、久留米市ほか３市町高等学校組合が

解散することに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合から脱退するほか、組織の名称変更及び漢

字の修正など所要の改正を行うため本規約を変更する必要が生じましたので、地方自治法第

２９０条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

 １８ページに改正条例、１９ページから２１ページに新旧対照表を掲載しております。 
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 議案書１９ページをお願いいたします。 

 主な改正内容は、糟屋郡の「粕」の漢字の変更、久留米市ほか３市町高等学校組合の削除、久

留米広域市町村県事務組合を久留米広域消防組合に名称の変更を行うものです。この変更に伴い、

退職手当組合を組織する地方公共団体の数が、現在の７９団体から７８団体になるものでござい

ます。 

 附則でございますが、この規約は令和８年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。御審議の上、議決賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第１号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１５．議案第２号 

○議長（林  英明君）  議案第２号町道路線の認定についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。原中建設事業課長。 

○建設事業課長（原中  康君）  議案第２号町道路線の認定について御説明いたします。 

 議案書の２２ページをお開きください。 

 認定しようとする道路の路線名は、椎木２号線です。起点桂川町大字土師字椎木１２０９番

１２地先、終点桂川町大字土師字椎木１２０９番８地先です。 

 提案理由でございますが、宅地分譲開発行為に伴い開発区域内に道路が整備されたことにより

道路法上の道路として路線を認定するため、道路法第８条２項の規定により町議会の議決を求め

るものでございます。 

 次の２３ページをお開きください。 

 参考資料でございます。町道路線番号は６３８、路線名椎木２号線、道路延長４４ｍ、道路幅

員６ｍから１６ｍと表記しておりますが、１６ｍの表記は車がＵターンする際の旋回状の延長を

表記しており、基本的な幅員は６ｍでございます。道路の位置でございますが、福岡県立嘉穂総

合高等学校の西側にあたります土師７区の旧農地が開発され、宅地分譲整備が行われております。

その開発区域内の道路を町道認定するものでございます。 

 以上、簡略な説明でございますが、説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろし

くお願いいたします。 
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○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第２号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．議案第３号 

○議長（林  英明君）  議案第３号桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例

の制定についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。古野税務課長。 

○税務課長（古野 博文君）  議案第３号について御説明申し上げます。 

 議案書の２４ページをお願いします。本議案は、桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計条例

を廃止する条例の制定についてでございます。本条例は桂川町住宅新築資金等貸付事業の円滑な

運営を図るために特別会計を設置することを目的に、昭和４５年１２月に制定されたが、現在、

当該貸付事業の新規貸付けは行っておらず、事業の目的が達成されたこと及び残る貸付金債権の

回収事務については、一般会計に移行することで事務の効率化を図るという観点から本条例を廃

止するものです。廃止に至る経緯につきましては、住宅新築資金等貸付運用に要した起債の償還

が平成２８年度で完了し、その後は貸付金の滞納整理のみを行ってまいりました。平成１８年か

らは住宅新築資金の専門の弁護士に相談業務を委託し、福岡県住宅新築資金償還推進助成金の交

付対象となるように取組を行い、平成３０年には桂川町債権管理条例が施行され適正な審査のも

と債権整理が進み、債権の回収も進んで滞納額の縮小に至っています。 

 令和８年２月末現在で、対象者１９名、滞納額４,９８３万８,５４１円となっております。こ

のたび、これまでの経過や関係者の意見を踏まえて、令和８年度末をもって桂川町住宅新築資金

等特別会計を閉鎖し、一般会計に統合するめどが立ったことから、桂川町住宅新築資金等貸付事

業特別会計条例の廃止を提案するものでございます。附則としまして、この条例は令和８年４月

１日から施行するものです。経過措置としましては、この条例による改正前の桂川町住宅新築資

金等貸付事業特別会計の未収金及び未払金の整理については、令和８年５月３１日までの間はな

お従前の例によります。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議のほど議決賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。澤川議員。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  日本共産党の澤川茗代子でございます。１点、２点、３点ほど質
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問させていただきます。 

 なぜ、急にこの時期に廃止をするのか。 

 ２点目、廃止によって不利益はあると思われますが、不利益はありますか。 

 今後の回収する部署はどこになるのですか。以上、３点お答えください。 

○議長（林  英明君）  古野課長。 

○税務課長（古野 博文君）  まず、１点目の、なぜ廃止するのかということなのですけど、県内

の約半数４５市町村のうち、２５の市町村が特別会計を廃止、一般会計で運営されているという

ことです。これは、債権の回収が進むと滞納額が減少することにより歳入が減少し、将来的に予

算が組めなくなってしまうということがありますので、そういう問題が解消するのと、今後の柔

軟に予算の措置ができるようにということで一般会計のほうに移行をお願いしているところでご

ざいます。また、そのことによる不利益というのは、今までどおり一般会計のほうで事務処理を

行っていきます。また、担当としては引き続き税務課のほうでこの住宅新築資金の回収の事務を

行ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（林  英明君）  澤川議員。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  今まで、県からの補助金が入っていたのでしょう。それは今度一

般会計になっても入ってくるわけですか。何かそんなふうに聞こえましたけど、入ってくるので

すか。 

○議長（林  英明君）  古野課長。 

○税務課長（古野 博文君）  県からの住宅回収に伴う償還助成金等につきましても、引き続き一

般会計のほうに入ってくるようになっております。 

 以上です。 

○議長（林  英明君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第３号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．議案第４号 

○議長（林  英明君）  議案第４号桂川町手話言語条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。原田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（原田 紀昭君）  議案書２６ページをお願いいたします。 

 議案第４号桂川町手話言語条例の制定について御説明いたします。 
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 提案理由といたしまして、障がい者の権利に関する条約や、平成２３年に改正された障害者基

本法において、手話は言語として位置づけられ、以後、手話が言語として当たり前に認識される

社会の実現に向け、福岡県及び多くの市町村で条例化の取組が進んでいます。本町においても、

手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を広め、地域に住むろう者等の障壁の解

消に向けたまちづくりや施策を推進するための基本的事項を定め、ろう者が手話を使い日常生活

や社会生活を安心して営むことができ、さらには全ての町民等が地域で支え合い、もって障がい

のある人もない人も共に尊重し合う共生社会の実現を目指すため本条例案を提出するものでござ

います。 

 ２７ページをお願いします。２７ページ、２８ページに条例案を掲載しております。条例案の

主な内容について御説明いたします。 

 前文では、この条例を制定する背景や目的、制定理由を示しており、手話は言語であるとの認

識に基づき、手話に対する理解を広め全ての町民等が地域で支え合い、障がいのある人、ない人

も共に尊重し合う共生社会の実現を目指していくという本町の基本姿勢を示しています。 

 第１条では、本条例を制定する目的を定めております。第２条では、この条例の中で用いる用

語の意義を定めております。 

 ２８ページをお願いします。 

 第３条では、この条例の目的を実現するための基本的な理念について定めております。第４条

では、町の責務としてこの条例の基本理念に則り手話に対する理解の促進及び普及に関して必要

な施策を実施することを定めております。第５条では、町民等の責務として町民等が担う役割を

定めております。第６条では、事業者の責務として事業者が担う役割を定めております。第７条

では、手話に関する理解の促進のために取り組む施策について定めており、第２項では施策の実

施状況について検証することを定めております。第８条では、手話に関する施策を推進するため

に必要な財政上の措置について定めています。 

 なお、附則では本条例の施行を令和８年４月１日と定めております。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第４号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 



- 32 - 

日程第１８．議案第５号 

○議長（林  英明君）  議案第５号桂川町特定乳児等通園支援事業の運用に関する基準を定める

条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。藤木子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤木 秀臣君）  議案書２９ページをお願いいたします。 

 議案第５号桂川町特定乳児等通園支援事業の運用に関する基準を定める条例の制定について御

説明いたします。 

 提案理由といたしまして、内閣府令特定乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準が令

和７年１１月１３日に交付され、令和８年４月１日から施行されることに伴い、本町において当

該事業を実施するに当たり、子ども・子育て支援法第５４条の３において準用する法第４６条第

２項の規定に基づき本条例を定める必要が生じたため、本条例案を提出するものでございます。 

 ３０ページをお開きください。 

 ３０ページから４０ページにかけて条例案を掲載しております。概要について御説明いたしま

す。桂川町における事業の適正かつ円滑な実施を図るため、確認基準条例を定めるものでござい

ます。 

 条例案の主な内容について御説明いたします。 

 第１条から第３条にかけて本事業の趣旨、原則、利用定員の基準について定めております。す

みません。失礼しました。概要についての御説明でございます。申し訳ございません。ここで言

います乳児等通園支援事業とは、いわゆるこども誰でも通園制度のことでありまして、令和８年

４月１日から全国の自治体において開始する制度でございます。令和６年に成立した子ども・子

育て支援法等の一部を改正する法律において、こども誰でも通園制度の新たな給付となる乳児等

のための支援給付の対象事業者となるには、子ども・子育て支援法に基づき、市町村長の確認を

受ける必要があることとされており、確認の際には特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

に従って事業を行うことのできるものであるかを審査することとされております。運営に関する

基準につきましては、条例で基準を定めなければならないこととされており、町が当該条例を定

めるに当たっては、内閣府令で定める基準に従い、または参酌して条例を定めるものとされてお

ります。桂川町における事業の適正かつ円滑な実施を図るため、確認基準条例を定めるものでご

ざいます。 

 条例案の主な内容についてでございます。 

 第１条から第３条にかけまして、本事業の趣旨、原則、利用定員の基準について定めておりま

す。第４条から第３２条にかけて、運営に関する基準としまして、事業利用の申し込みがあった

際の乳幼児及び保護者との面談の必要性、緊急時の対応、事業者が行う運営方針や支援の内容、
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緊急時の対応方法、非常災害対策等の重要項目を定めた運営規定を策定すること、虐待の禁止等

について定めております。 

 なお、附則にて本条例の施行日は令和８年４月１日からと定めているものでございます。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第５号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

 これで、暫時休憩いたします。再開は１時から。 

午前11時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（林  英明君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１９．議案第６号 

○議長（林  英明君）  議案第６号桂川町議会議員及び桂川町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  議案書４１ページをお願いいたします。 

 議案第６号桂川町議会議員及び桂川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一

部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

 提案の理由でございますが、公職選挙法施行例の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部

を改正する必要が生じましたので、議会の議決をお願いするものでございます。 

 ４２ページに条例案、４３ページに新旧対照表を掲載しております。 

 主な改正の内容は、最近の物価変動等を考慮し公職選挙法施行例の一部が改正され、国の選挙

運動用ビラ、選挙運動用ポスターの作成の公費負担限度額が引き上げられたことに伴い、国の基

準に合わせて選挙運動用のビラ１枚当たりの単価を７円７３銭から８円３８銭に、ポスター１枚

当たりの単価を５４１円３１銭から５８６円８８銭に改めるものです。 

 附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございますが、この条例の施行

前に告示された選挙については、従前の例によるものとしております。 
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 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。御審議の上、議決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第６号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２０．議案第７号 

○議長（林  英明君）  議案第７号桂川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山総務課長。 

○総務課長（横山 由枝君）  議案書４４ページをお願いいたします。 

 議案第７号桂川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上

げます。 

 提案の理由でございますが、令和７年８月の人事院勧告に基づき、国の一般職の職員の給与に

関する法律の一部改正等がなされたことに伴い、本条例の一部を改正する必要が生じましたので、

議会の議決をお願いするものでございます。 

 ４５ページに条例案、４６ページに新旧対照表を掲載しております。主な改正の内容は、令和

７年８月の人事院勧告により自動車等の使用者の通勤手当に対し、現行の６０km以上を上限とす

る距離区分に、令和８年４月より５km刻みに１００km以上を上限とする新たな距離区分が新設さ

れたため、国に準じて本条例の改正を行っております。 

 附則でございますが、この条例は令和８年４月１日から施行するものでございます。 

 なお、この改正条例は会計年度任用職員にも適用することを申し添えさせていただきます。 

 以上、簡単ではございますが説明を終わらせていただきます。御審議の上、議決賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第７号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第２１．議案第８号 

○議長（林  英明君）  議案第８号桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。古野税務課長。 

○税務課長（古野 博文君）  議案第８号について御説明申し上げます。 

 議案書の４７ページをお願いいたします。 

 本議案は、桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 改正の理由としましては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第

４７号）が公布されたことに伴い、桂川町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたた

めでございます。 

 改正の内容につきましては、４８ページから５１ページ、新旧対照表を５２ページから

６３ページに搭載しています。 

 それでは、主な改正の内容について御説明申し上げます。 

 今回の改正では、令和８年度から開始される子ども・子育て支援納付金制度に伴う桂川町国民

健康保険税条例への付加についてでございます。本制度は、少子化対策の強化を目的に国が創設

したものであり、児童手当の拡充や妊娠・出産支援、児童育児休業の充実など、子ども・子育て

施策の安定的財源を確保するため、医療保険制度を通じて広く社会全体で負担する仕組みであり

ます。 

 これに伴い、国民健康保険におきましても、子ども・子育て支援納付金分を新たに保険税の構

成要素として付加する必要があることから桂川町国民健康保険税条例の一部を改正し、所要の規

定の整備をするものでございます。 

 子ども・子育て支援納付金分は、既存の国民健康保険税と同様に所得に応じて算定する所得割、

被保険者の人数に応じて算定する均等割、１８歳以上の人数に応じて算定する均等割、世帯で算

定する世帯別平等割等の方式で医療分等と合算の上、国民健康保険税として一体に賦課し徴収い

たします。 

 本制度は全国一律の制度であり、初年度における国全体の平均負担水準は被保険者おおむね報

酬の０.２％台とされています。桂川町国民健康保険税における具体的な賦課額は、所得及び世

帯構成により異なりますが、標準的な世帯においては、年間数千円から１万円程度増加となる水

準で設定されています。 

 なお、低所得者世帯に対する７割・５割・２割軽減制度につきましては、支援納付金分にも適

用されるため、所得状況に応じた配慮がなされる仕組みとなっております。 

 附則としまして、この条例は令和８年４月１日から施行されるものでございます。この条例に
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よる改正後の桂川町国民健康保険税の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税におい

て適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によります。 

 以上で説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第８号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２２．議案第９号 

○議長（林  英明君）  議案第９号桂川町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。横山産業振興課長。 

○産業振興課長（横山 龍一君）  議案書６４ページをお願いいたします。 

 議案第９号桂川町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げま

す。 

 提案の理由でございますが、飯塚地区消防組合火災予防条例の一部が改正されたことに伴い、

本条例の一部を改正する必要が生じましたので、議会の議決をお願いするものでございます。 

 次の６５ページから６７ページに条例案を、６８ページから７０ページに新旧対照表を掲載し

ております。 

 議案書６５ページをお願いいたします。 

 改正の主な内容について御説明いたします。改正の趣旨は、令和７年２月に大船渡市で起きた

林野火災を受けて、国が林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令により、林野火災予防の実

効性を高めることが必要と示したことに伴い、令和８年１月１日付で飯塚地区消防組合が火災予

防条例の一部改正を行いましたので、本町も本条例の改正を行うものです。 

 まず、全体的な改正としまして、文言や字句の整理を行っております。 

 次に、第４条では火入れを不許可とするときに、その理由等を記載した書面を火入れ不許可通

知書様式第３号として新たに定めております。 

 次に、第１４条の火入れの中止の要件で、現在は強風注意報や異常乾燥注意報、火災警報が発

令された場合とされているものを、強風注意報や防風警報、防風特別警報、乾燥注意報が発表さ

れた場合のほか、林野火災に関する注意報や警報が発令された場合に改めるものです。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、第１４条の改正規定のみ令和８年１月
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１日から適用するものでございます。 

 以上、簡略な説明ではございますが、説明を終わらせていただきます。御審議の上、議決賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第９号は、会期中、総務経済建設委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２３．議案第１０号 

○議長（林  英明君）  議案第１０号桂川町特定教育・保育及び特定地域型保育並びに特定子ど

も・子育て支援の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。藤木子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤木 秀臣君）  議案書７１ページをお願いいたします。 

 議案第１０号桂川町特定教育・保育及び特定地域型保育並びに特定子ども・子育て支援の実施

に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 

 提案理由といたしまして、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和６年６月

１２日に公布され、乳児等のための支援給付に関する規定が令和８年４月１日から施行されるこ

とに伴い、本町において当該事業を実施するに当たり、子ども・子育て支援法第８２条の規定に

基づき本条例を改正する必要が生じたため、本条例案を提出するものでございます。 

 ７２ページをお開きください。条例案を掲載しております。 

 ７３ページ、７４ページに新旧対照表を掲載しております。 

 ７３ページをお願いいたします。 

 主な改正の内容としまして、こども誰でも通園制度に係る新たな給付として、乳児等のための

支援給付が令和８年４月１日から開始されることに伴い、本町における事業の適正かつ円滑な実

施を図るため、「特定乳児等通園支援事業」という文言を新たに加えるものでございます。 

 まず、現行条例の題名を「桂川町特定教育・保育特定地域型保育及び特定入児等通園支援事業

並びに特定子ども・子育て支援の実施に関する条例」というふうに改め、また、同様に第１条の

中に「特定乳児等通園支援事業」という文言を加え、改めるものでございます。 

 なお、附則にて本条例の施行日は令和８年４月１日からと定めております。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 
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○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第１０号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２４．議案第１１号 

○議長（林  英明君）  議案第１１号令和７年度桂川町一般会計補正予算（第４号）についてを

議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書７５ページ、議案第１１号令和７年度桂川町一般会計補

正予算（第４号）について御説明いたします。 

 本議案は、令和７年度一般会計予算を別紙のとおり補正したいので、地方自治法第２１８条第

１項の規定に基づき本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダ内のファイル④令和７年度一般会計３月補正予算書（第

４号）で御説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３,４４７万７,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ８０億５,４４１万４,０００円に定めようとするものでございま

す。 

 次に、５ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費補正でございます。追加といたしまして４事業、このうち２款３項戸籍住民

基本台帳費の戸籍附票システム改修事業１８４万８,０００円及び住民記録システム改修事業

８３万２,０００円、３款２項児童福祉費の保育所等物価高騰対策事業２０万８,０００円につき

ましては、本補正予算にて新規計上のもの、１０款７項社会教育費の王塚古墳保存整備事業

９４６万円につきましては、当初予算にて計上のものでございますが、各事業の進捗見込みによ

り次年度に繰り越して実施しようとするものでございます。 

 次に、６ページをお開きください。 

 第３表地方債補正でございます。追加といたしまして、１事業債、防災・減災・国土強靱化緊

急対策事業債９００万円の追加。また、変更といたしまして、９事業債、このうち起債限度額の

変更につきまして、３段目、公共事業等債を５,１８０万円から４,６６０万円に、７段目、公営

住宅建設事業債を１,３５０万円から３２０万円に、９段目、災害復旧事業債を３,３４０万円か
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ら４,１５０万円にそれぞれ変更するもの、また、借入利率の変更につきましては、全事業債、

昨今の金利情勢を勘案いたしまして９事業債全て３％以内から５％以内に変更、以上の補正を行

うものでございます。 

 次の１０ページをお開きください。 

 歳入について御説明いたします。 

 １１款１項１目地方交付税２,２１３万３,０００円の減額は、普通交付税を財源調整により減

額計上しております。 

 次の１１ページ、１５款２項１目総務費国庫補助金２６０万円の追加は、戸籍附票システム及

び住民記録システムの改修に係る社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金の追加計上。 

 ２目民生費国庫補助金は１０万８,０００円の追加、物価高騰に係る特例措置として追加され

ます地域子育て支援拠点事業費国庫補助金及び放課後児童健全育成事業費国庫補助金の追加計上。 

 ４目土木費国庫補助金１,１８５万７,０００円の減額は、町営住宅整備事業に係る国庫補助事

業採択額の減に伴う社会資本整備総合交付金地域住宅計画事業の減額計上でございます。 

 次に、１２ページ、１６款２項２目民生費県補助金は３１４万８,０００円の追加、私立保育

所等に係る保育所等物価高騰対策費県補助金や、令和７年度途中に県が新設しました第３子以降

保育料無償化事業費県補助金、また、国庫補助金と同様に物価高騰対策物価高騰に係る特例措置

として追加交付されます地域子育て支援拠点事業費県補助金及び放課後児童健全育成事業費県補

助金の追加計上。 

 ５目農林水産業費県補助金３,３２７万円の減額は、ため池地震体制評価事業に係る県からの

予算配分減に伴う農村地域防災・減災事業費県補助金の減額計上。 

 ８目教育費県補助金８２万５,０００円の追加は、王塚古墳及び天神山古墳に係る文化財保護

事業費県補助金の追加計上でございます。 

 次に、１３ページ、１８款１項２目教育費寄附金は３７万６,０００円の追加、王塚装飾古墳

館復旧支援寄附金は、桂川町商工会青年部新町民ゴルフ大会及び個人からの御寄附によるもの、

図書館図書等購入費指定寄附金は、個人からの御寄附によるものでございます。 

 次は、１４ページ、２１款３項２目雑入２,４０２万６,０００円の追加は、ガバメントクラウ

ド利用料に対し追加交付されるデジタル基盤改革支援補助金の追加計上でございます。 

 １５ページ、２２款１項３目農林水産業債３８０万円の追加は、県営七浦ため池改修事業に係

る防災重点農業用施設整備事業債について、公共事業等債から防災・減災・国土強靱化緊急対策

事業債へと財政措置がより有利なものに切り替えるもの。 

 ４目土木債１,０３０万円の減額は、町営住宅整備事業に係る国庫補助事業採択額の減を受け

ました町営住宅建設事業債の減額計上。 
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 ６目災害復旧事業債８１０万円の追加は、王塚装飾古墳館の火災復旧事業に係る公共施設火災

復旧事業債の追加計上でございます。 

 次の１６ページから歳出でございます。 

 なお、歳入予算の補正に伴う財源組替えにつきましては、御説明を割愛させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ２款１項１目一般管理費５０７万３,０００円の追加は、退職手当組合負担金、町職員の勧奨

退職に伴う特別負担金の追加計上。 

 １０目諸費２８万８,０００円の追加は、西鉄バス路線運行補助金赤字補てん額の決定見込み

による追加計上。 

 次の１７ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費は２６８万円の追加。戸籍の附票に旧氏及び旧

氏の振り仮名を追加記載するための戸籍附票システム改修業務委託料及び住民記録システム改修

業務委託料の追加計上でございます。 

 次に、１８ページ、３款１項２目障害者福祉費６万５,０００円の追加は、実績確定に伴いま

す前年度障害者自立支援給付費国庫負担金及び県負担金等返還金の追加計上。 

 ３目老人福祉費１８２万１,０００円の減額は、避難行動要支援者管理システム標準化対応委

託料の減額計上。これは、行政システムの標準化移行が国全体的にはかどっていない影響により、

令和８年の実施となったことによるものでございます。 

 次に、１９ページ、２項１目児童福祉総務費２０万８,０００円の追加は、私立保育園に対し

電気料高騰相当分を補助金として交付する保育所等物価高騰対策補助金の追加計上でございます。 

 次に、２０ページ、４款１項１目保健衛生総務費４１万７,０００円の追加は、人件費上昇等

の影響及び診療報酬の見込み減による小児休日夜間休館センター運営費負担金の追加計上。 

 ４目健康づくり推進費１,１７５万６,０００円の追加は、実績確定に伴います前年度乳児家庭

全戸訪問等事業費国庫等補助金返還金外４件の追加計上でございます。 

 次に、２１ページ、６款１項２目農業総務費３,３２７万円の減額は、県からの予算配分減に

伴う事業の一部執行見送りによるため池地震耐性評価委託料の減額計上。 

 ６目農地費３６０万円の追加は、県営七浦ため池改修事業の一部前倒しに伴う防災重点農業用

施設整備事業負担金の追加計上でございます。 

 次に、２２ページ、７款１項１目商工総務費９万２,０００円の追加は、消費者生活センター

運営事業市町村負担金、当該センター職員の給与改定による人件費の増に伴う追加計上でござい

ます。 

 次の２３ページ、８款４項２目住宅建設費２,３７１万５,０００円の減額は、椿団地解体工事

国庫補助事業採択額の減を受けました執行見送りによるものでございます。 
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 ２４ページ、１０款７項７目図書館費１５万円の追加は、図書館図書等購入費指定寄附による

備品購入費、書架の購入費の追加計上でございます。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第１１号は、会期中、総務経済建設委員会、文教厚生委員

会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２５．議案第１２号 

○議長（林  英明君）  議案第１２号令和７年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

４号）についてを議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。川野保険環境課長。 

○保険環境課長（川野 寛明君）  議案書７６ページ、議案第１２号令和７年度桂川町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。 

 本議案は、令和７年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算を別紙のとおり補正したいので、地

方自治法第２１８条第１項の規定に基づき本議会の決定にしようとするものでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダ内ファイル⑤令和７年度後期高齢者医療特別会計３月補

正予算書（第４号）で御説明いたします。 

 補正予算書の２ページをお願いいたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５００万円を増額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２億９,２７９万２,０００円に定めようとするものでございます。 

 補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 歳入です。１款１項後期高齢者医療保険料５００万円の増額は、保険料収納額の増加見込みに

よるものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 歳出です。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金５００万円の増額は、保険料負担金の

増加見込みによるものでございます。 

 以上、簡単ではございますが説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろしくお願
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い申し上げます。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  質疑なしと認めます。 

 ただいま議題となっております議案第１２号は、会期中、文教厚生委員会に付託いたします。 

 先ほど申し上げましたとおり、議案第１３号から議案第１７号までの新年度予算は、連合審査

会で審査するため質疑を省略します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２６．議案第１３号 

○議長（林  英明君）  議案第１３号令和８年度桂川町一般会計予算についてを議題といたしま

す。 

 本案について、内容の説明を求めます。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書７７ページ、議案第１３号令和８年度桂川町一般会計予

算について御説明いたします。 

 本議案は、令和８年度一般会計予算を地方自治法第２１１条の規定に基づき本議会の決定に付

しようとするものでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダ内のファイル⑥令和８年度一般会計予算書で御説明いた

します。予算書の２ページをお開きください。 

 第１条は、予算の総額を歳入歳出それぞれ７７億１,８７３万円に定めようとするものでござ

います。 

 第２条の歳入負担行為、第３条の地方債につきましては、後ほど御説明いたします。 

 第４条は、一時借入金の借入最高額を７億円に定めようとするものでございます。 

 第５条は、歳出予算の流用につきまして、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、

給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合、同一款内での各項の間で流用で

きるよう定めようとするものでございます。 

 次に、８ページをお開きください。 

 第２表債務負担行為でございます。現在、桂川町社会福祉協議会に委託しております町立学童

保育所運営業務を、他の民間業者への委託に変更するため、期間を令和８年度から令和１１年度

まで、限度額を２億５,２２８万７,０００円とする債務負担行為を設定しようとするものでござ

います。 

 次の９ページに参考といたしまして、債務負担行為の当該年度以降の支出予定額等に関する調
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書を掲載しております。 

 次に、１０ページをお開きください。 

 第３表地方債でございます。デジタル活用推進事業債外８事業の起債限度額、起債の方法を設

定しようとするものでございます。 

 なお、利率につきましては、前年度まで３.０％以内としておりましたが、昨今の金利情勢を

勘案いたしまして、本年度は５.０％以内に引き上げております。 

 次の１１ページに、参考といたしまして地方債の過去年度末における現在高の見込み等に関す

る聴取を掲載しております。 

 また、同様の参考資料といたしまして、１２ページには継続費に関する聴取を掲載しておりま

す。 

 １５ページをお開きください。 

 ここから歳入予算の概要について御説明いたします。 

 １款町税１項１目町民税個人４億８,７９７万６,０００円、２目町民税法人６,１２８万

２,０００円。 

 次の１６ページ、２項固定資産税５億４８５万６,０００円。 

 次の１７ページ、３項軽自動車税４,８８７万５,０００円は、令和７年度の調定実績等を考慮

し計上しております。 

 なお、３項軽自動車税につきましては、税制改正により令和７年度末をもって環境性能割が廃

止されましたため、前年度までの環境性能割及び種別割の区分計上から１目軽自動車税１本での

計上となります。 

 次の１８ページ、４項町たばこ税１億３,６９０万９,０００円は、令和８年度地方財政計画の

伸び率等を勘案し計上しております。この地方財政計画の伸び率等を勘案する算出方法により、

１９ページ２款１項自動車重量税４,３２０万１,０００円、２０ページ２項地方揮発油譲与税

１,０７８万３,０００円。 

 ２１ページ、３項森林環境譲与税２８３万８,０００円、２２ページ、３款利子割交付金

７５万８,０００円、２３ページ、４款配当割交付金１,００９万５,０００円。 

 ２４ページ、５款株式等譲渡所得割交付金１,３９１万９,０００円、２５ページ、６款法人事

業税交付金２,１７１万６,０００円、２６ページ、７款地方消費税交付金３億１０６万

８,０００円、２７ページ、８款ゴルフ場利用税交付金１,８０６万２,０００円、２８ページ、

９款環境性能割交付金８８万６,０００円、２９ページ、１０款地方特例交付金２,２５７万

８,０００円を計上しております。 

 なお、自動車関係諸税の税制改正環境性能割及び当分の関税率、ガソリンの暫定税率等の廃止



- 44 - 

に伴いまして、２款２項地方揮発油譲与税及び９款環境性能割交付金につきましては、大幅減と

なります一方、１０款地方特例交付金につきましては、自動車税、軽自動車税、地方揮発油譲与

税に係る減収補てん特例交付金の新設により、大幅増となっております。 

 次に、３０ページ、１１款地方交付税は２２億４,４０１万９,０００円の計上。このうち、普

通交付税につきましては、２０億４,４０１万９,０００円計上しております。 

 なお、令和８年度地方財政計画の分析や本町の動向等を勘案いたしまして、令和８年度の交付

見込額を前年度最終決定額からマイナス４.０％、当初決定額からはプラス１.７％の２１億

１,５９９万７,０００円と積算しておりますので、予算計上額２０億４,４０１万９,０００円と

の差額、いわゆる財源留保額は７,１９７万８,０００円となるものでございます。 

 また、特別交付税につきましては、直近の実績値であります令和６年度決定額から約２０％減

の２億円で計上しております。 

 次に、３１ページ、１２款交通安全対策特別交付金１４７万７,０００円の計上は、直近の実

績を勘案したものでございます。 

 次に、３２ページ、１３款分担金及び負担金１項１目民生費負担金２,０７６万６,０００円は、

各サービスの利用者数等を見込みました計上でございます。 

 次に、３３ページ、１４款使用料及び手数料１項使用料６,９１８万６,０００円は、１目総務

使用料から３４ページ、３５ページにかけての６目教育使用料まで、各町有施設等の利用者数な

どを見込みました計上。 

 次の３６ページ、２項手数料４,９０３万６,０００円は、１目総務手数料から３７ページの

４目土木手数料まで前年度実績等に基づく計上、新規事項といたしましては、３６ページ、１目

３節戸籍住民基本台帳手数料にコンビニ交付手数料を計上しております。 

 次に、３８ページ、１５款国庫支出金１項国庫負担金９億４,９４７万８,０００円は、１目民

生費国庫負担金から２目衛生費国庫負担金までの説明欄に記載の各事業に係る国庫負担金の計上。 

 次の３９ページ、２項国庫補助金３億９,８８５万２,０００円は、１目総務費国庫補助金から

４０ページ、４１ページにかけての５目教育費国庫補助金までの説明欄に記載の各事業に係る国

庫補助金の計上。 

 次の４２ページ、３項国庫委託金４２８万３,０００円は、１目総務費国庫委託金から３目農

林水産業費国庫委託金まで、各受託事務に係る国庫委託金の計上でございます。 

 次の４３ページ、１６款県支出金１項県負担金４億５,９４９万３,０００円は、１目民生費県

負担金から４４ページの５目土木費県負担金までの説明欄に記載の各事業に係る県負担金の計上。 

 次の４５ページ、２項県補助金２億７,６１８万７,０００円は、１目総務費県補助金から

４８ページの９目住宅新築資金等貸付事業県補助金までの説明欄に記載の各事業に係る県補助金
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の計上。 

 なお、９目住宅新築資金等貸付事業県補助金につきましては、議案第３号関連予算で住宅新築

資金等貸付事業につきまして、特別会計を令和７年度末で廃止し、一般会計内で経理しようとす

るため新規計上しているものでございます。 

 次の４９ページ、３項県委託金２,３３６万１,０００円は、１目総務費県委託金から３目教育

費県委託金まで、各受託事務に係る県委託金の計上。 

 なお、土木費県委託金につきましては、５年ごとの受託事業であります都市計画基礎調査の完

了に伴い、廃録となっております。 

 次に、５０ページ、１７款財産収入１項財産運用収入１,９４７万６,０００円の計上は、前年

度までの運用実績等を考慮しましたもの。 

 次の５１ページ、財産売払収入につきましては、旭ケ丘団地の完売により廃項廃目となってお

ります。 

 次に、５２ページ、１８款寄附金は４億１,０００円の計上。このうち、ふるさと応援寄附金

につきましては、さらなる高みを目指しまして、受入れ目標額を前年度の３億円から本年度４億

円に設定するものでございます。また、王塚装飾古墳館復旧支援寄附金につきましては、存置科

目として計上しております。 

 次に、５３ページ、１９款１項基金繰入金４億７,５１７万２,０００円は、各基金条例の設置

目的に沿った繰入金の計上でございます。このうち、１目財政調整基金繰入金につきましては、

前年度同額の４億円を計上、また３目教育保育施設整備基金繰入金につきましては、町立認定こ

ども園整備事業への財源繰入れのため新規計上をしております。 

 次に、５４ページ、２０款繰越金６,０００万円は、前年度繰越金の計上でございます。 

 次に、５５ページ、２１款諸収入１項延滞金加算金及び過料１０万円は、町税延滞金の計上。 

 次の５６ページ、２項町預金利子は１,０００円の計上。 

 次の５７ページ、３項貸付金元利収入２１０万６,０００円は、議案第３号関連予算で住宅新

築資金等貸付金元利収入の計上でございます。 

 次の５８ページ、４項雑入２億２,８５３万４,０００円は、１目弁償金４,０００円の存置科

目的計上と、２目雑入２億２,８５３万円、６１ページまでにわたって記載しております説明項

目の各収入につきまして、前年度実績等を考慮し計上しております。 

 ６２ページ、２２款１項町債３億５,１４０万円は、１目総務債から６３ページの５目教育債

まで、説明欄に記載の各事業債の計上。いずれも１０ページで触れました第２表地方債の内訳を

示すものでございます。 

 続きまして、歳出予算の概要について御説明いたします。 
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 ６４ページ、１款１項１目議会費７,５５５万６,０００円は、議員報酬や議会事務局の職員人

件費、議会運営費等の計上。 

 新規事項といたしましては、６５ページ、１２節委託料に議場システム保守点検業務委託料を

計上しております。 

 次の６６ページ、２目特別委員会費４７万１,０００円は、決算審査特別委員会及び産業廃棄

物処理事業に関する調査特別委員会に係る経費を計上しております。 

 次に、６７ページ、２款総務費１項１目一般管理費３億６,４３０万４,０００円は、特別職を

含む職員人件費や総務一般管理に係る事務経費の計上。 

 次の７０ページ、２目文書広報費５７２万円は、法制執務や県広報紙の配布等に係る経費の計

上。 

 ７１ページ、３目財政管理費１,５７４万８,０００円は、財務事務に係る経費や財政調整基金、

減債基金などの基金運用に伴う積立金の計上。４目会計管理費６１４万１,０００円は、出納事

務に係る経費の計上。 

 次の７２ページ、５目財産管理費４,３８２万２,０００円は、庁舎等に係る管理経費の計上で

ございます。 

 次の７４ページ、６目企画費は２億３,９１５万３,０００円の計上。歳入側で申しましたふる

さと応援寄附金の受入れ目標額を３億円から４億円に上昇させたことに伴いまして、１２節のふ

るさと応援寄附業務委託料ほか、関連経費を増額計上しております。 

 次の７５ページ、７目企画広報費６５９万３,０００円は、広報けいせんの発行や公共放送ｄ

ボタン広報等に係る経費の計上。 

 次の７６ページ、８目土地対策費１万８,０００円は、当該事務費の計上、９目電算管理費

１億６,９４５万１,０００円は、電算システムの保守管理や行政システム標準化及びＤＸ関連経

費等の計上。 

 次の７８ページ、１０目諸費４,８９８万１,０００円は、区長会、防犯外灯等の関連経費や、

嘉麻市バス利用料の半額を助成しますコミュニティ交通利用補助金のほか、大学生等通学定期券

購入費補助金などを計上しております。 

 次の８０ページ、１１目公平委員会費２６万１,０００円は、当該委員会運営費の計上、

１２目防災諸費４７８万５,０００円は、自主防災組織の運営費や備蓄食料購入費等の計上。前

年度より大幅減となっておりますのは、防災行政無線更新工事の皆減によるものでございます。 

 次の８１ページ、１３目町誌編さん事業費２５８万３,０００円は、５か年の継続事業のうち

３年度目分の計上。 

 次の８２ページ、１４目住宅新築資金等貸付事業費１９９万円の計上は、議案第３号関連予算
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でございます。 

 次の８３ページ、２項１目税務総務費８,４８９万９,０００円は、職員人件費や過誤納還付金

等の計上。 

 次の８４ページ、２目賦課徴収費３,３８３万６,０００円は、税務事務に係る経費の計上。新

規事項といたしましては、８５ページ、１２節の固定資産宅地・雑種地評価替え支援業務委託料、

３年ごとの固定資産評価替えに係るもののほか、ｅＬＴＡＸ第５期更改対応システム改修業務委

託料や納税通知書電子化対応システム改修業務委託料、地方税電子申告支援サービス委託料など

を計上しております。 

 次に８７ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費１億１,２１９万４,０００円は、職員人件費や

戸籍住基ネット、マイナンバーカード関連事務等に係る経費の計上。新規事項といたしましては、

８９ページ、１２節のコンビニ交付システム構築業務委託料など、各種証明書のコンビニ交付開

始に係る諸経費を計上しております。 

 次に９０ページ、４項１目選挙管理委員会費６９万７,０００円は、当該委員会運営費の計上、

２目選挙常時啓発費は２１万５,０００円の計上、３目福岡県議会議員一般選挙費は３９６万

５,０００円の計上。次の９２ページ、４目町長選挙及び町議会議員一般選挙費は２,４０１万円

の計上。次の９３ページ、参議院議員通常選挙費は廃目でございます。 

 次に９４ページ、５項１目指定統計費５２万９,０００円は、経済センサス調査に係る経費の

計上。次の統計調査総務費及び国勢調査費は廃目でございます。 

 次に９５ページ、６項１目監査委員費８２６万１,０００円は、監査委員報酬や監査委員事務

局の職員人件費、事務費等の計上でございます。 

 次に９７ページ、３款民生費１項１目社会福祉総務費２億１,２５６万５,０００円は、職員人

件費や福祉事業に係る助成金のほか、国民健康保険特別会計への繰出金等の計上。新規事項とい

たしましては、９８ページの１２節第３期地域福祉計画策定業務委託料を計上しております。 

 次の９９ページ、２目障害者福祉費９億８,４２０万２,０００円は、障害者自立支援給付費や

障害児通所支援給付費、医療的ケア児レスパイト事業費等の計上。 

 次の１０１ページ、３目老人福祉費３億５,８９９万６,０００円は、職員人件費や高齢者福祉

に係る助成費のほか、後期高齢者医療特別会計への繰出金等の計上。新規事項といたしましては、

１０１ページから１０２ページにかけての１２節第１０期高齢者福祉計画策定支援業務委託料を

計上しております。 

 次の１０３ページ、４目重度障害者医療費５,５９０万１,０００円、次の１０４ページ、５目

子ども医療費５,３５５万円、６目ひとり親家庭等医療費９８６万３,０００円、７目未熟児養育

医療費５３８万３,０００円は、各医療扶助に係る経費の計上。 
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 次の１０５ページ、８目介護保険事業費２億８,９１１万１,０００円は、職員人件費や福岡県

介護保険広域連合負担金等の計上。 

 次の１０６ページ、９目介護予防事業費７,１１２万円は、職員人件費や介護予防日常生活支

援、在宅介護支援等に係る経費の計上。新規事項といたしましては、１０８ページ、１２節の高

齢者健康管理システム導入委託料や１９節の高齢者補聴器購入助成給付費を計上しております。 

 次の１０９ページ、１０目地域包括支援センター事業費５,４０７万９,０００円は、職員人件

費や認知症地域支援、在宅医療・介護連携推進、生活支援体制整備事業等に係る経費の計上。 

 次の１１１ページ、１１目総合福祉センター費８,９２１万２,０００円は、当該センターの運

営、維持管理費の計上。新規事項といたしましては、１１３ページの１４節総合福祉センター照

明ＬＥＤ更新工事を計上しております。１２目男女共同参画費３９万９,０００円は、ＤＶ相談

に係る講師謝礼等の計上でございます。 

 次に１１５ページ、２項１目児童福祉総務費４億９,２３６万円は、私立の保育園、こども園

等に対する子どものための教育・保育給付費負担金等の計上。新規事項といたしましては、

１１６ページ、１８節の乳児等のための支援給付費負担金、こども誰でも通園制度の開始による

ものを計上しております。 

 次の１１７ページ、児童措置費２億９,２５３万７,０００円は、児童手当給付費の計上。３目

児童福祉施設費２億３,８８４万４,０００円は、学童保育所の運営費や児童遊園の管理費等のほ

か、新規事項といたしまして、１１８ページ、１２節桂川町こども園新築工事基本実施設計業務

委託料や１４節の桂川町こども園造成工事など、町立認定こども園整備関連事業費を計上してお

ります。 

 ４目子育て支援費４,５９１万６,０００円は、職員人件費や子育て支援センターひまわりのた

ね運営費のほか、飯塚市、嘉麻市との定住自立圏病児保育事業負担金等の計上。 

 次の１２１ページ、５目土師保育所費２億３０１万２,０００円は、職員人件費や保育所運営

費の計上でございます。 

 次に１２５ページ、３項１目国民年金費９２１万５,０００円は、職員人件費や事務費の計上。

新規事項といたしましては、１２節の国民年金システム改修業務委託料。これは、育児期間中の

国民年金保険料免除措置の創設に伴うシステム改修を計上しております。 

 次に１２６ページ、４項１目同和対策総務費１,０６８万７,０００円は、同和対策推進費助成

金等の計上。新規事項といたしましては、１４節の土居二区集会所改修工事、トイレ改修費を計

上しております。 

 ２目人権センター運営費２,０２６万３,０００円は、職員人件費や当該センターの運営維持管

理費の計上。 
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 次の１２９ページ、３目人権同和問題協議会運営費２０９万４,０００円は、当該協議会運営

費や学校人権同和教育推進委員会助成金等の計上でございます。 

 次に１３０ページ、４款衛生費１項１目保健衛生総務費８,６６１万７,０００円は、職員人件

費や飯塚休日夜間急患センター運営費等の各種保健衛生事業に係る負担金補助金等の計上。 

 次の１３２ページ、２目予防費７,８８２万円は、職員人件費や各種予防接種に係る経費の計

上。 

 次の１３３ページ、３目環境衛生費２,８６９万３,０００円は、河川等の水質検査や町管理の

汚水処理施設に係る維持管理費、合併処理浄化槽設置整備等事業補助金等の計上。 

 次の１３４ページ、４目健康づくり推進費６,６４９万７,０００円は、職員人件費や各種検診

委託料、妊婦のための支援給付費等の計上。新規事項といたしましては、１３５ページの１２節

健康増進計画・食育推進計画策定委託料を計上しております。 

 次に１３８ページ、２項１目清掃総務費３億６,０２８万４,０００円は、ごみ処理に関する各

種委託料や、ふくおか県央環境広域施設組合負担金等の計上でございます。 

 次に１４０ページ、３項１目上水道総務費７,４３４万円は、国の物価対応重点支援地方創生

臨時交付金を受けて実施します、水道基本料金の減免事業に伴う水道事業会計繰出金の計上でご

ざいます。 

 次に１４１ページ、５款労働費１項１目失業対策総務費１,０５２万５,０００円は、職員人件

費の計上。 

 次に１４２ページ、２項１目シルバー人材センター委託援助事業費は２,７７９万５,０００円

の計上。２目職業訓練費２４０万６,０００円は、若年者専修学校等技能習得資金貸与金等の計

上でございます。 

 次に１４３ページ、６款農林水産業費１項１目農業委員会費７０３万７,０００円は、当該委

員会運営費の計上。 

 次の１４４ページ、２目農業総務費８,４０１万５,０００円は、職員人件費や農業用施設の維

持管理費、有害鳥獣対策費等の計上。前年度より大幅減となっておりますのは、１２節のため池

地震耐性評価委託料における実施予定箇所の減によるものでございます。 

 次の１４６ページ、３目農業者年金費１５万１,０００円は、当該事務費の計上、４目農業振

興費１,７２５万４,０００円は、新規就農者育成総合対策事業補助金など、農業振興に係る経費

の計上。前年度より大幅減となっておりますのは、水田農業ＤＸ推進に係る農業振興対策事業補

助金の皆減等によるものでございます。 

 次の１４８ページ、５目畜産業費１１万４,０００円は、酪農ヘルパー利用補助金等の計上、

６目農地費３,８０９万６,０００円は、職員人件費や水利施設等の改修事業費のほか、県営七浦
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溜池改修事業に係る防災重点農業用施設整備事業負担金等を計上しております。 

 次に１５０ページ、２項１目林業総務費１８７万４,０００円は、森林環境整備基金積立金等

の計上、２目林業振興費１０９万９,０００円は、森林環境譲与税を活用します森林伐採業務委

託料等の計上、３目荒廃森林整備事業費は７６１万３,０００円の計上。県の交付金を受けて実

施するものでございます。 

 次に、１５２ページ、７款商工費…… 

○議長（林  英明君）  課長、その辺でちょっと。暫時休憩します。再開は２時１０分からにし

ます。 

午後１時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時10分再開 

○議長（林  英明君）  会議を開きます。 

 続きをどうぞ。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  １５２ページ、７款商工費１項１目商工総務費１,４６５万

６,０００円は、職員人件費や消費者行政経費、商工会助成金等の計上。 

 次の１５３ページ、２目商工振興費７,６８２万２,０００円は、商工まつり助成金など商工振

興に係る経費の計上。前年度より大幅増となっておりますのは、国の物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金を受け、発行額を前年度から倍増して実施するためのプレミアム付商品券発行事

業補助金、同じく国の臨時交付金を受け、補助率を従来の１０％から３０％に増嵩して実施しま

す住宅改修特別促進事業補助金の計上によるものでございます。 

 ３目観光費１３６万８,０００円は、Ｋｅｉｓｅｎまちプラザの運営費や嘉飯桂観光推進協議

会負担金等の計上でございます。 

 次に１５５ページ、８款土木費１項１目土木総務費２,６２７万２,０００円は、職員人件費や

土木一般経費、特定空家等解体撤去費補助金などの計上でございます。 

 次に１５７ページ、２項１目道路橋梁総務費２,３１４万６,０００円は、職員人件費や町道路

線に係る道路台帳作成業務委託料等の計上、２目道路橋梁維持費５,２３５万６,０００円は、桂

川駅自由通路等の維持管理費や道路橋梁維持修繕工事などの計上。 

 次の１５８ページ、３目道路橋梁新設改良費は、１億４,９４１万５,０００円の計上。本年度

は、道路橋梁新設改良工事のうち、町道土居瀬戸線、豆田瀬戸線及び弥栄笹尾２号線改良工事が

盛期に入ることから、前年度より大幅増となっております。 

 次の１５９ページ、４目交通安全対策費は５００万円の計上でございます。 

 次に１６０ページ、３項１目都市計画総務費６６３万１,０００円は、職員人件費や事務費の
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計上。前年度より大幅減となっておりますのは、５年ごと実施の都市計画基礎調査業務委託料の

皆減によるものでございます。 

 次に１６１ページ、２目街路事業費２０１万５,０００円は、建築行為に係る道路後退用地整

備に係る経費の計上。 

 ３目公園費１,５９２万６,０００円は、西田清流公園など都市公園の維持管理費や、ゆのうら

体験の杜運営費の計上。 

 次の１６２ページ、４目駐車場等費２７３万１,０００円は、桂川駅前駐車場、駐輪場等に係

る管理運営費の計上でございます。 

 次に１６４ページ、４項１目住宅管理費２,３６８万９,０００円は、職員人件費や町営住宅の

維持管理費、家賃滞納対策経費等の計上。新規事項といたしましては、１６５ページの１２節町

営住宅長寿命化計画策定業務委託料を計上しております。 

 次の１６６ページ、２目住宅建設費は２,７７６万９,０００円の計上。職員人件費等のほか、

椿団地解体工事費を計上しております。 

 次に１６８ページ、９款消防費１項１目非常備消防費２億８,７６９万４,０００円は、町消防

団の活動費や飯塚地区消防組合負担金などの計上。 

 次の１７０ページ、２目消防施設費２５７万円は、消火栓改良工事費等の計上、３目水防費

１７万６,０００円は、災害対応に係る消耗品費等の計上でございます。 

 次に１７１ページ、１０款教育費１項１目教育委員会費３２９万６,０００円は、当該委員会

費運営費の計上。 

 次の１７２ページ、２目事務局費９,８１８万２,０００円は、特別職を含む職員人件費や地域

部活動推進事業費、学校支援地域支援本部事業費のほか、中学生海岸派遣事業費や給付型の奨学

金等の計上。新規事項といたしましては、不登校児童生徒対策でありますサポートスポット事業

に係る講師謝礼等を計上しております。 

 次に１７５ページ、２項１目学校管理費８,８２８万２,０００円は、桂川小学校の運営維持管

理費等の計上。新規事項といたしましては、１７６ページの１４節照明機器等ＬＥＤ更新工事及

び冷水器設置工事を計上しております。 

 次の１７７ページ、２目教育振興費５,５２５万８,０００円は、けいせん学力アップ推進事業

や就学援助、その他教育振興に係る経費の計上。新規事項といたしましては、１７８ページの

１０節消耗品費及び１７節備品費の内数にＧＩＧＡスクールタブレット端末及び端末用ハード

ケース等購入費を計上しております。 

 次に１７９ページ、３項１目学校管理費３,８９１万４,０００円は、桂川東小学校の運営維持

管理費等の計上。新規事項といたしましては、１８０ページから１８１ページにかけての１４節
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に、多目的トイレ・エアコン設置工事及び冷水器設置工事を計上しております。 

 ２目教育振興費１,９４９万６,０００円は、けいせん学力アップ推進事業や就学援助、その他

教育振興に係る経費の計上。新規事項といたしましては、１８２ページの２節、３節、複式学級

解消対応教育職員給料及び手当や１０節消耗品費及び１７節備品購入費の内数にＧＩＧＡスクー

ルタブレット端末及び端末用ハードケース等購入費を計上しております。 

 次に１８３ページ、４項１目学校管理費５,１４２万４,０００円は、桂川中学校の運営維持管

理費等の計上。新規事項といたしましては、１８４ページから１８５ページにかけての１４節に、

指導室エアコン更新工事やバックネット更新工事、冷水器設置工事などを計上しております。 

 次の１８６ページ、２目教育振興費５,１５４万９,０００円は、けいせん学力アップ推進事業

や少人数学級指導教育、クラブ活動に対する補助金、就学援助、その他教育振興に係る経費の計

上。新規事項といたしましては、１０節消耗品費及び１８７ページの１７節備品購入費の内数に

ＧＩＧＡスクールタブレット端末及び端末用フィルタリングソフト購入費を計上しております。 

 次に１８８ページ、５項１目桂川幼稚園費３,８９０万９,０００円は、職員人件費や幼稚園運

営費の計上でございます。 

 次に１９１ページ、６項１目共同調理場費１億４,８１８万円は、職員人件費や施設の維持管

理費等の計上。新規事項といたしましては、１９３ページ、１８節の小学校給食費無償化補助金、

国の施策により開始されるもの及び中学校給食費無償化補助金、国の物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金を活用し、町の独自施策として実施するもの、これらを計上しております。 

 次に１９４ページ、７項１目社会教育総務費４,７９２万６,０００円は、職員人件費や社会教

育・文化活動団体に対する助成事業費等の計上。新規事項といたしましては、１９５ページ、

７節の報償費といたしまして、文化活動に係る全国大会等出場報償金を計上しております。 

 次に１９６ページ、２目公民館費５４２万円は、地域はつらつ応援助成金など、地域公民館事

業の関係経費の計上。 

 次の１９７ページ、３目青少年問題対策費１１９万５,０００円は、青少年の健全育成に係る

経費の計上、４目文化財保護費４,１１０万３,０００円は、国特別史跡王塚古墳をはじめとする

町内文化財の保護・調査に係る経費の計上。今年度も引き続き、王塚古墳石室安定化検討等業務

委託料など、保存活用計画に基づく保存整備費を計上しております。 

 次の１９９ページ、５目住民センター費２,１８９万５,０００円は、施設の維持管理費等の計

上。新規事項といたしましては、２００ページ、１４節のトイレ改修工事や１７節備品購入費と

いたしまして、電子黒板購入費を計上しております。 

 次の２０１ページ、６目王塚装飾古墳館費５,６８９万円は、職員人件費や施設の維持管理費、

企画展等に係る運営経費の計上。新規事項といたしましては、２０２ページ、１２節のホーム
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ページ改修業務委託料や、２０３ページの１４節王塚古墳テーマパーク遊具設置工事、王塚装飾

古墳館外部トイレ改修工事などを計上しております。 

 ７目図書館費４,９３５万５,０００円は、職員人件費や図書館の運営維持管理費の計上。 

 次の２０５ページ、８目人権教育費６５４万２,０００円は、職員人件費や人権啓発費等の計

上でございます。 

 次に２０８ページ、８項１目保健体育総務費５１９万１,０００円は、スポーツ振興に係る経

費や町体育協会補助金等の計上。新規事項といたしましては、７節報償費の内数にスポーツ活動

に係る全国大会等出場報償金を計上しております。 

 次の２０９ページ、２目体育施設費５０１万２,０００円は、社会体育施設の維持管理費等の

計上。前年度より大幅減となっておりますのは、武道場玄関補修工事の皆減によるものでござい

ます。 

 ３目総合体育館費４,８６６万８,０００円は、職員人件費や施設の運営維持管理費の計上。新

規事項といたしましては、２１１ページの１４節照明機器等ＬＥＤ更新工事等を計上しておりま

す。 

 ４目グラウンド・ゴルフ場費１,０３８万９,０００円は、施設の運営維持管理費の計上でござ

います。 

 次に２１３ページ、１１款災害復旧費１項１目鉱害復旧相談窓口費１０万１,０００円は、特

定鉱害復旧対策の申出に伴います取次事務費の計上でございます。 

 次に２１４ページ、２項１目都市公園災害復旧費２,６５６万８,０００円は、ゆのうら体験の

杜体験実習等の火災復旧事業費の計上でございます。 

 次に２１５ページ、１２款公債費１項１目元金４億４４万円、２目利子２,６５８万７,０００円

は、令和７年度までの地方債借入金に対する元利償還金と一時借入金の償還利子の計上。 

 最後に２１６ページ、１３款１項６目予備費７００万円は、例年同様の計上でございます。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（林  英明君）  ただいま議題となっております議案第１３号は、会期中、総務経済建設

委員会、文教厚生委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２７．議案第１４号 

○議長（林  英明君）  議案第１４号令和８年度桂川町土地取得特別会計予算についてを議題と

いたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。小平企画財政課長。 

○企画財政課長（小平 知仁君）  議案書７８ページ、議案第１４号令和８年度桂川町土地取得特
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別会計予算について御説明いたします。 

 本議案は、令和８年度土地取得特別会計予算を地方自治法第２１１条の規定に基づき、本議会

の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダ内のファイル⑦令和８年度土地取得特別会計予算書で御

説明いたします。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 令和８年度予算の総額を歳入歳出それぞれ１,０７２万２,０００円に定めようとするものでご

ざいます。 

 ７ページをお開きください。歳入でございます。 

 １款財産収入１項１目利子及び配当金２２万２,０００円は、土地開発基金預金利子の計上で

ございます。 

 ８ページ、２款繰入金１項１目土地開発基金繰入金１,０５０万円は、土地購入等に係る財源

を当該基金から繰り入れるものでございます。 

 続きまして、９ページをお開きください。歳出でございます。 

 １款総務費１項１目財産管理費２２万２,０００円は、土地開発基金の預金利子積立金の計上

でございます。 

 １０ページ、２款１項１目公有財産取得事業費１,０５０万円は、土地購入費及びその他の経

費、測量調査委託料、補償金の計上でございます。 

 以上、簡略な説明でございますが、御審議の上、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（林  英明君）  ただいま議題となっております議案第１４号は、会期中、総務経済建設

委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２８．議案第１５号 

○議長（林  英明君）  議案第１５号令和８年度桂川町国民健康保険特別会計予算についてを議

題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。川野保険環境課長。 

○保険環境課長（川野 寛明君）  議案書７９ページ、議案第１５号令和８年度桂川町国民健康保

険特別会計予算について御説明申し上げます。 

 本議案は、令和８年度桂川町国民健康保険特別会計予算を地方自治法第２１１条の規定に基づ

き、本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダ内、ファイル⑧令和８年度国民健康保険特別会計予算書

で御説明いたします。 



- 55 - 

 予算書２ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億９,９８９万８,０００円に定めよ

うとするものでございます。 

 第２条では、一時借入金の借入れの最高額を１億円と定めるものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。歳入です。 

 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税は２億１,６１３万４,０００円を計上。令和８年度

から施行されます子ども・子育て支援金制度に伴い、子ども・子育て支援納付金を新規で計上し

ております。 

 １０ページ、２款１項１目督促手数料は１万２,０００円を計上。 

 １１ページ、３款１項１目災害臨時特例補助金は、１,０００円を存置科目として計上。 

 １２ページ、４款１項１目保険給付費等交付金１２億４,７４２万８,０００円は、桂川町の医

療給付費の支払いとして、県から交付される普通交付金１２億１,４５４万５,０００円、保険者

努力支援制度や特別調整交付金等として県から交付される特別交付金３,２８８万３,０００円と

なっております。 

 １３ページ、４款２項１目財政安定化基金交付金は、１,０００円を存置科目として計上。 

 １４ページ、５款１項１目利子及び配当金は、国民健康保険給付費等支払準備基金預金利子と

して１０６万円を計上。 

 １５、１６ページ、６款１項１目一般会計繰入金は１億３,４１４万９,０００円を計上。 

 １７ページ、７款１項１目療養給付費交付金繰越金及び２目その他の繰越金は、それぞれ

１,０００円を存置科目として計上。 

 １８ページ、８款１項１目延滞金は１０万円を計上、２目加算金、３目過料は、それぞれ

１,０００円を存置科目として計上。 

 １９ページ、８款２項１目預金利子は、１,０００円を存置科目として計上。 

 ２０ページ、８款３項１目特定健康診査等受託料も１,０００円を存置科目として計上。 

 ２１ページ、８款４項１目一般被保険者第三者行為納付金は１００万円、２目退職被保険者等

第三者行為納付金から８目雑入は、それぞれ１,０００円を存置科目として計上。 

 ２２ページをお願いいたします。歳出です。 

 １款１項１目一般管理費は、２２ページから２３ページに記載しており、職員人件費並びに国

保事務等に関する経費１,８５８万３,０００円を計上。 

 ２３ページ、１款１項２目国民健康保険団体連合会負担金は８８万６,０００円を計上。 

 ２４ページ、１款２項１目賦課徴収費は４８１万円を計上。 

 ２５ページ、１款３項１目運営協議会費は６５万１,０００円を計上。 
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 ２６ページ、１款４項１目医療費適正化特別対策事業費３９７万５,０００円は、医療費適正

化やレセプト点検等に関する経費でございます。２目収納率向上特別対策事業費は４８万

５,０００円を計上。 

 ２７ページ、２款１項１目一般被保険者療養給付費は１０億３,８３２万４,０００円、２目一

般被保険者療養費は１,１１６万９,０００円、３目支払審査手数料は２５２万１,０００円を計

上。 

 ２８ページ、２款２項１目一般被保険者高額療養費は１億５,５０４万９,０００円、２目一般

被保険者高額介護合算療養費は５０万円を計上。 

 ２９ページ、２款３項１目一般被保険者移送費は１０万円を計上。 

 ３０ページ、２款４項１目出産一時金は７５０万４,０００円を計上。 

 ３１ページ、２款５項１目葬祭給付費は９０万円を計上。 

 ３２ページ、２款傷病手当金は、廃項廃目になっております。 

 ３３ページ、３款１項１目一般被保険者医療給付費負担金は２億２,１３１万４,０００円を計

上。 

 ３４ページ、３款２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等負担金は７,６２５万４,０００円

を計上。 

 ３５ページ、３款３項１目介護納付金負担金は２,３４３万３,０００円を計上。 

 ３６ページ、３款４項１目子ども・子育て支援金納付金は６９５万７,０００円を計上。８年

度から施行されます子ども・子育て支援金制度の開始に伴うものでございます。 

 ４款１項１目保健衛生普及費は１７７万９,０００円、２目疾病予防費は１９万２,０００円を

計上。 

 ３７ページ、４款２項１目特定健康診査等事業費は２,０７７万９,０００円を計上。 

 ３９ページ、５款１項１目国民健康保険給付費等支払準備基金積立金は、基金預金利子積立金

として１０６万１,０００円を計上。 

 ４０ページ、６款１項１目利子は、一時借入金利子分として５０万円を計上。 

 ４１ページ、７款１項１目一般被保険者保険税還付金は１５０万円、２目償還金は１,０００円

を存置科目として計上。 

 ４２ページ、８款１項１目予備費は５００万円を計上しております。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（林  英明君）  ただいま議題となっております議案第１５号は、会期中、文教厚生委員

会に付託いたします。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２９．議案第１６号 

○議長（林  英明君）  議案第１６号令和８年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算についてを

議題といたします。 

 本案について、内容の説明を求めます。川野保険環境課長。 

○保険環境課長（川野 寛明君）  議案書８０ページ、議案第１６号令和８年度桂川町後期高齢者

医療特別会計予算について御説明申し上げます。 

 本議案は、令和８年度桂川町後期高齢者医療特別会計予算を地方自治法第２１１条の規定に基

づき、本議会の決定に付しようとするものでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダ内、ファイル⑨令和８年度後期高齢者医療特別会計予算

書で御説明いたします。 

 予算書の２ページをお願いいたします。 

 第１条は、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１,２７５万１,０００円に定めよう

とするものでございます。 

 ７ページをお願いいたします。歳入です。 

 １款１項１目特別徴収保険料は、年金から納めていただく保険料で１億２,５１２万６,０００円、

２目普通徴収保険料は、納付書や口座振替により納めていただく保険料で、現年度分８,０６８万

１,０００円を計上。 

 ８ページ、２款１項１目事務費繰入金は２,２３９万３,０００円、２目保険基盤安定繰入金は

８,１６４万９,０００円を計上。 

 ９ページ、３款１項１目繰越金は２３０万円を計上。 

 １０ページ、４款１項１目保険料還付金は６０万円。 

 １１ページ、２項１目雑入は１,０００円を存置科目として計上。 

 １２ページ、３項１目延滞金も１,０００円を存置科目として計上。 

 １３ページをお願いいたします。歳出です。 

 １款１項１目一般管理費は、１３ページから１４ページに記載をしており、短時間会計年度任

用職員及び職員の人件費や郵便料として１,１９８万８,０００円を計上。 

 １５ページ、１款２項１目徴収費は９０万８,０００円を計上。 

 １６ページ、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の分担経費及び保険料

等の納付として２億９,８２５万５,０００円を計上。 

 １７ページ、３款１項１目保険料還付金は６０万円を計上。 

 １８ページ、４款１項１目予備費は１００万円を計上しております。 
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 以上、簡単でございますが、説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（林  英明君）  ただいま議題となっております議案第１６号は、会期中、文教厚生委員

会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３０．議案第１７号 

○議長（林  英明君）  議案第１７号令和８年度桂川町水道事業会計予算についてを議題といた

します。 

 本案について、内容の説明を求めます。秦水道課長。 

○水道課長（秦  俊一君）  議案第１７号について御説明申し上げます。 

 議案書８１ページをお開きください。 

 本議案は、令和８年度桂川町水道事業会計予算でございます。 

 本予算につきましては、地方公営企業法第２４条第２項の規定に基づき、本議会での議決に付

するものでございます。 

 内容につきましては、予算書フォルダ内の⑩令和８年度水道事業会計予算書にて御説明いたし

ます。 

 予算書の２ページをお開きください。 

 第２条、業務の予定量は、給水戸数５,９５６戸、年間の有収水量は１２８万４１ｍ３、１日

平均有収水量は３,５０６ｍ３を予定しております。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。収入の第１款水道事業収益では２億

１,９６６万７,０００円、支出の第１款水道事業費用では２億７,７１６万１,０００円を予定し

ています。 

 ３ページをお願いいたします。第４条は、資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 収入の予定はございません。 

 支出では、５,６９１万９,０００円を予定しております。また、収入が支出に対して不足して

いる額５,６９１万９,０００円につきましては、過年度分損益勘定留保資金５,３５２万

５,０００円、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額３３９万４,０００円で補てん

するものでございます。 

 第５条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員の給与費

８,３００万円を定めております。 

 予算内容につきましては、２５ページから令和８年度桂川町水道事業会計予算説明書にて御説

明させていただきます。 
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 ２５ページをお開きください。収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款水道事業収益１項１目給水収益の１億２,９７１万６,０００円は、水道使用料金、２目受

託工事収益１,０００円は修繕費、３目その他の営業収益２５３万４,０００円は、各種手数料及

び口径別納付金として、それぞれの調定見込額。２項１目受取利息及び配当金は、預金利子とし

て２５６万５,０００円、２目長期前受金戻入は７３３万２,０００円。 

 ２６ページ、４目雑収益は１,０００円、６目他会計補助金７,４３４万円は、物価高騰緊急支

援対策事業による水道料金の基本料金減免に対する一般会計からの繰入れとして計上いたしてお

ります。 

 ７目消費税還付金３１７万７,０００円は、基本料金減免分の消費税還付金見込みとして計上

しております。 

 ３項１目過年度損益修正益１,０００円は、存置科目として計上いたしております。 

 次に、収益的支出でございます。 

 １款水道事業費用１項１目原水及び浄水費１億２,８９７万６,０００円は、浄水場に係る経費

で、主なものは職員３名分と会計年度任用職員２名分の人件費や施設の維持管理に伴う修繕、動

力費等に関するものと、１２節委託料では、今後の基本計画の中長期的観点から、８浄水場基礎

調査業務委託料を計上いたしております。 

 次の２８ページ、１９節工事請負費において、ろ過装置の機能を維持するため、豆田浄水場

３号緩速ろ過池の更生工事を計上いたしております。 

 ２目配水及び給水費５,０２０万円は、給配水設備等に係る経費で、主なものは水道設備の維

持管理を担当する職員２名分と会計年度任用職員１名分の人件費、水道配水管の漏水調査委託料、

修繕費等に関するもの。 

 ２９ページ、３目受託工事費１,０００円は、材料費を存置科目として、４目総係費３,９６８万

円は経理事務全般に係る庶務的経費で、主なものは職員３名分と会計年度任用職員２名分の人件

費、検針人に対する委託料、口座振替手数料等を計上いたしております。 

 ３０ページ、５目減価償却費３,８９８万２,０００円は、浄水場の建物、構築物、機械及び装

置等の減価償却費。 

 ３１ページ、６目資産減耗費６５５万６,０００円は、機械及び装置等の除却費、７目その他

の営業費用１,０００円は、存置科目としてそれぞれ計上いたしております。 

 次に、２項１目支払利息及び企業債取扱諸費２４０万３,０００円は、企業債借入金利息、

２目消費税９３６万円は消費税見込額、３目雑支出１,０００円は存置科目、３項１目過年度損

益修正損１,０００円は存置科目、４項１目予備費、予備費として１００万円をそれぞれ計上い

たしております。 
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 ３２ページ、資本的収入及び支出でございます。 

 収入についての予定はありません。 

 支出でございます。１款資本的支出１項１目メーター費１４万７,０００円は、メーター器の

購入費として、２目建設改良費１,６９６万６,０００円は、工事請負費として、水道施設専用開

栓更新工事及び土師配水池基本設計業務委託料、４目固定資産購入費２,０２１万９,０００円は、

浄水場における機械及び装置の購入費及び浄水場業務用パソコン購入費等によるもの。 

 ３３ページ、２項１目企業債償還金１,８５８万７,０００円は、企業債借入金の元金分、４項

１目予備費、予備費として１００万円をそれぞれ計上いたしております。 

 以上、簡略な説明でございますが、説明を終わります。御審議の上、議決賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（林  英明君）  ただいま議題となっております議案第１７号は、会期中、総務経済建設

委員会に付託いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３１．報告第１号 

○議長（林  英明君）  報告第１号損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解についてを議

題といたします。 

 本件について、内容の説明を求めます。原田健康福祉課長。 

○健康福祉課長（原田 紀昭君）  議案書８２ページをお願いします。 

 報告第１号専決処分の報告について御説明いたします。 

 令和７年１２月１２日に個人宅敷地内で発生した公用車の物損事故に係る損害賠償の額を定め

ること及びこれに伴う和解が成立しましたので、令和８年２月１３日付で行いました専決処分の

内容を御報告するものです。 

 理由といたしましては、損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について、地方自治法

第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告するも

のです。 

 ８３ページをお願いします。 

 損害賠償の額は３万７,４００円でございます。 

 １、事故の発生日時、場所につきましては、事故発生日時は、令和７年１２月１２日午後１時

５５分頃でございます。事故発生場所につきましては、個人宅敷地内でありますので、個人情報

保護の観点から控えさせていただきます。 

 ２、相手方の住所、氏名につきましては、個人情報の保護の観点から控えさせていただきます。 

 ３、事故の概要につきましては、上記日時、場所において、本町公用車が相手方自宅車庫に駐
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車するため後退していたところ、車庫シャッターに接触し破損させたものでございます。 

 ４、損害の状況につきましては、物的損害、相手方の車庫シャッターが破損し、公用車の後部

が破損したものです。 

 人的損害につきましては、相手、町双方ございません。 

 ５、事故発生原因につきましては、車庫シャッターが十分に上がっていないことを確認せずに

公用車を後退させたためでございます。 

 ６、示談の内容につきましては、この事故に係る過失割合は、町１００％でございます。 

 町が相手方物的損害額３万７,４００円を相手方に支払うもので、８４ページをお願いします。

双方は、本件事故について今後いかなる事情が発生しても、裁判上または裁判外において一切異

議を申し立て、または請求しないというものです。 

 ７の損害の額及び損害賠償負担額については、町の負担額は過失割合１００％でございますの

で、シャッター修繕費３万７,４００円と公用車の修繕費５万９,８０７円、合計９万７,２０７円

となり、相手方の負担はございません。 

 ８、事故現場につきまして、個人宅敷地内の事故現場図を掲載しております。 

 以上、簡略でございますが、説明を終わらせていただきます。 

○議長（林  英明君）  これより質疑を行います。ただいまの課長の説明に対し、質疑ありませ

んか。澤川議員。 

○議員（６番 澹川瘋代子君）  すみません、ちょっとよく分からないんですけど、相手方の車庫

に当たって車庫が悪くなったんでしょうけど、その車庫の修理代を相手の人に払うんですか。保

険会社か、修理するところじゃなくて、相手の人に払うんですか。 

○議長（林  英明君）  原田課長。 

○健康福祉課長（原田 紀昭君）  すみません、相手の方に支払うものと考えてます。すみません、

確認で、ちょっと申し訳ございません。（発言する者あり）はい。 

○議長（林  英明君）  よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（林  英明君）  これで質疑を終わります。 

 報告第１号損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解についてを終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（林  英明君）  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。お疲れさまでした。 

午後２時51分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 


